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【
４
６
頁
】

（
有
田
昌
和
氏
提
供
）

御
当
家
御
式
目

全

（
原
文
）

当
家
制
法
条
々

一
、
天
下
諸
事
之
御
制
法
宜
相
守
事

付
、
切
支
丹
宗
門
堅
令
停
止
也

是
又
天
下
厳
重
之
御
制
禁
也
、
無
懈
怠
常
々
定

置
処
之
五
人
組
之
者
相
談
し
可
令
穿
鑿
自
然
脇

よ
り
於
露
顕
者
本
人
者
可
準
天
下
之
御
制
法
、

五
人
組
之
者
も
糺
軽
重
可
有
其
沙
汰
事

一
、
諸
士
面
々
常
に
可
相
嗜
事

右
諸
士
は
常
に
文
を
学
ひ
武
を

ひ
忠
孝
乃
道

に
志
し
假
初
も
礼
法
を
乱
さ
ず
義
理
を
専
と
し
て

公
儀
を
う
や
ま
ひ
法
度
を
守
り
其
役
々
に
怠
る
へ

か
ら
ず
、
此
法
於
当
家
古
よ
り
定
を
か
る
る
元
就

公
之
制
法
た
り
今
以
不
可
怠
事

一
、
軍
役
不
可
忘
事

右
治
に
も
不
忘
乱
を
は
是
古
来
之
法
也
、
常
に

（

訳

文

）

一
、
天
下
諸
事
の
御
制
法
よ
ろ
し
く
相
守
る
べ
き
事

付
、
キ
リ
シ
タ
ン
宗
門
か
た
く
停
止
せ
し
む
る
也

こ
れ
又
天
下
厳
重
の
御
制
禁
な
り
、
懈
怠
（
お
こ

た
り
）
な
く
常
々
定
め
置
く
処
の
五
人
組
の
者
相

談
し
、
穿
鑿
（
調
査
）
せ
し
む
べ
し
自
然
脇
よ
り

露
顕
（
事
が
現
れ
る
）
に
於
て
は
本
人
は
天
下
の

御
制
法
に
準
ず
べ
く
、
五
人
組
の
者
も
軽
重
（
貴

任
の
）
を
た
だ
し
其
の
沙
汰
有
る
べ
き
事

一
、
諸
士
面
々
常
々
相
た
し
な
む
べ
き
事

右
諸
士
は
常
に
文
を
学
び
武
を

忠
孝

も
て
あ
そ
び

の
道
に
志
し
、
か
り
そ
め
も
礼
法
を
乱
さ
ず
、
義
理

を
も
っ
ぱ
ら
と
し
て
公
儀
を
う
や
ま
い
、
法
度
を
守

り
、
そ
の
役
々
に
怠
る
べ
か
ら
ず
。
此
の
法
当
家
に

於
て
古
よ
り
定
め
お
か
る
る
元
就
公
の
制
た
り
今
も

っ
て
怠
る
べ
か
ら
ざ
る
事

一
、
軍
役
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
事

右
治
に
も
乱
を
忘
れ
ざ
る
は
、
是
れ
古
来
の
法
な
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【
４
７
頁
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武
具
馬
具
堅
固
に
し
て
尤
人
馬
共
ニ
定
め
の
こ
と

と
無
緩
を
可
相
嗜
事

一
、
当
奉
行
を
さ
し
お
き
以
縁
引
申
訴
訟
之
事

右
当
奉
行
を
さ
し
お
き
強
縁
を
以
申
理
承
引
有

間
舗
と
の
禁
法
ハ
元
就
公
の
掟
た
り
、
然
上
は
訴

人
は
不
及
謂
取
次
之
者
も
且
は
背
先
制
且
は
依
怙

之
張
本
た
り
、
尤
可
相
誡
者
也

付
、
奉
行
頭
人
掠
正
理
立
非
儀
構
私
曲
万
事
之
沙

汰
緩
あ
ら
は
目
付
之
者
可
言
上
事

一
、
訴
訟
之
事

右
累
年
人
々
不
謂
大
小
事
訴
訟
恣
に
し
て
大
以

狼
籍
之
至
也
、
因
茲
不
論
善
悪
邪
正
自
今
以
前
之

訴
訟
堅
令
停
止
也
、
然
上
ハ
古
来
之
理
不
絶
は
曲

事
た
る
べ
し

此
法
元
就
公
制
法
之
時
、
元
春
、
隆
景
、
貞
俊

通
良
こ
れ
を
う
け
た
ま
は
っ
て
相
禁
す
る
所
の
例

り
、
常
に
武
具
馬
具
堅
固
に
し
て
、
も
っ
と
も
人
馬

共
に
定
め
の
ご
と
く
緩
み
無
き
を
相
た
し
な
む
べ
き

事

一
、
当
奉
行
を
さ
し
お
き
縁
引
を
以
て
訴
訟
申
す
の
事

右
当
奉
行
を
さ
し
お
き
強
縁
を
以
て
申
す
理
承
引

あ
る
ま
じ
き
と
の
禁
法
は
、
元
就
公
の
掟
た
り
、
然

る
上
は
訴
人
は
云
う
に
及
ば
ず
、
取
次
の
者
も
且
つ

は
先
制
に
背
き
且
つ
は
依
怙
の
張
本
た
り
、
最
も
相

誡
む
べ
き
者
な
り

付
、
奉
行
頭
人
正
理
を
掠
め
、
非
儀
を
立
て
私
曲
を

構
え
万
事
の
沙
汰
緩
み
あ
ら
ば
目
付
の
者
言
上
す

べ
き
事

一
、
訴
訟
之
事

右
累
年
人
々
大
小
事
と
云
わ
ず
訴
訟
を
ほ
し
い
ま

ま
に
し
て
大
い
に
以
て
狼
藉
の
至
り
な
り
、
茲
に
因

っ
て
善
悪
邪
正
を
論
ぜ
ず
自
今
以
前
の
訴
訟
堅
く
停

止
せ
し
む
る
な
り
。
然
る
上
は
古
来
の
理
絶
え
ざ
る

に
於
て
は
曲
事
た
る
べ
し

此
の
法
元
就
公
制
法
の
時
、
元
春
（
吉
川
）
隆
景
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を
以
今
亦
所
相
誡
也

付
、
向
後
公
私
之
志
を
以
取
立
る
も
の
有
之
と
い

ふ
共
不
恐
主
命
猜
侍
輩
下
よ
り
引
例
之
廉
を
も

っ
て
濫
訴
申
出
間
敷
事

一
、
諸
公
事
之
事

右
訴
論
於
出
来
は
随
分
以
内
證
可
取
収
惣
而
少

事
を

閣

に
よ
っ
て
終
に
は
及
大
事
、
是
誠
に
公
儀

さ
し
お
く

を
軽
し
め
、
法
に
背
罪
人
た
り
、
若
於
訴
奉
行
所

双
方
糺
明
之
上
非
分
の
方
は
其
咎
重
か
る
へ
き
事

付
、
不
依
善
悪
一
旦
裁
許
之
公
事
再
不
可
悔
せ
事

一
、
軽
公
儀
破
法
族
之
事

右
公
儀
を
軽
し
め
下
知
法
度
を
破
も
の
は
君
臣

（
小
早
川
）
貞
俊
、
通
良
こ
れ
を
承
わ
っ
て
相
禁
ず

る
所
の
例
を
以
て
今
亦
相
い
ま
し
め
候
也

付
、
向
後
（
こ
の
後
）
公
私
の
志
を
以
て
取
り
立
つ

る
も
の
こ
れ
有
り
と
い
う
と
も
、
主
命
を
恐
れ
ず

侍
を
猜
む
輩
（
や
か
ら
）
下
よ
り
引
例
の
廉
（
件

）
を
も
っ
て
濫
訴
（
み
だ
り
に
訴
え
る
）
申
し
出

ま
じ
き
事

一
、
諸
公
事
の
事

右
訴
論
（
訴
え
の
議
論
が
起
る
）
出
来
に
於
て
は

随
分
（
充
分
）
内
証
を
以
て
取
り
お
さ
む
べ
し

惣
じ
て
（
全
般
的
に
）
少
事
を
閣
（
さ
し
お
く
）
く

に
よ
っ
て
、
つ
い
に
は
大
事
に
及
ぶ
、
是
れ
公
儀
を

軽
し
め
法
に
背
く
罪
人
た
り
、
若
し
奉
行
所
に
訴
る

に
於
て
は
、
双
方
（
両
方
）
糺
明
の
上
非
分
（
悪
い

）
の
方
は
咎
（
罪
）
重
か
る
べ
き
事

付
、
善
悪
に
依
ら
ず
一
旦
裁
訴
之
公
事
再
び
悔
す
べ

か
ら
ざ
る
事

一
、
公
儀
を
軽
ん
じ
法
を
破
る
族
（
者
ど
も
）
の
事

右
公
儀
を
軽
し
め
下
知
法
度
を
破
る
者
は
君
臣
の
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失
礼
儀
国
賊
た
り
、
縦
雖
為
以
下
之
者
蒙
主
命
下

知
を
な
さ
は
、
一
門
之
歴
々
其
外
之
尊
族
た
り
と

も
謹
而
其
下
知
を
可
相
護
、
是
当
家
古
来
之
法
度

た
り

一
、
面
々
其
分
限
と
其
役
儀
を
か
へ
り
見
て
礼
法
猥

り
に
す
へ
か
ら
さ
る
事

右
其
身
々
々
の
分
際
を
察
し
、
其
役
々
を
か
へ

り
み
、
辞
慇
勤
に
し
て
着
座
之
時
不
疎
品
万
事
を

慎
て
進
退
相
応
之
覚
悟
有
へ
し
、
是
元
就
公
制
法

也付
、
家
業
を
事
と
す
る
者
対
諸
士
不
可
致
慮
外
、

諸
芸
者
其
作
法
放
埒
に
し
て
次
第
を
乱
に
お
い

て
は
不
謂
儀
な
り
、
自
今
以
後
假
初
之
参
会
た

り
と
い
ふ
と
も
不
可
乱
法
事

付
、
諸
士
と
し
て
又
う
ち
の
者
、
農
人
、
町
人
に

無
理
非
法
仕
懸
間
敷
事

礼
儀
を
失
す
る
国
賊
た
り
、
た
と
え
以
下

身
分
の

(

下

の
者
為
り
と
い
え
ど
も
、
主
命
の
下
知
を
な
さ

)ぱ
、
一
門
の
歴
々
其
の
外
の
尊
族
た
り
と
も
謹
し
ん

で
其
の
下
知
を
相
護
る
べ
く
、
是
れ
当
家
古
来
の
法

度
た
り

一
、
面
々
其
の
分
限
（
身
の
ほ
ど
）
と
其
の
役
儀
を
か

え
り
み
て
、
礼
法
猥
（
分
を
こ
え
る
）
に
す
べ
か
ら

ざ
る
事

右
其
の
身
々
々
の
分
際
（
身
分
）
を
察
し
、
其
の

役
を
か
え
り
み
、
辞
（
こ
と
ぱ
）
慇
勤
（
て
い
ね
い

）
に
し
て
着
座
の
時
疎
品
（
下
品
）
な
ら
ず
、
万
事

を
つ
ゝ
し
ん
で
進
退
相
応
の
覚
悟
有
る
べ
し
、
是
れ

元
就
（
毛
利
）
公
の
制
法
な
り

付
、
家
業
を
事
と
す
る
者
、
諸
士
に
対
し
慮
外
（
無

礼
）
致
す
べ
か
ら
ず
、
諸
芸
者
作
法
放
埒
（
勝
手

気
ま
ま
）
に
し
て
次
第
（
順
序
）
を
乱
す
に
お
い

て
は
、
謂
わ
ざ
る
（
論
外
の
こ
と
）
儀
な
り
、
自

今
（
今
よ
り
）
以
後
か
り
そ
め
の
参
会
（
会
合
）

た
り
と
い
う
と
も
法
を
乱
す
べ
か
ら
ざ
る
事
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付
、
面
々
下
々
の
者
共
対
直
参
之
士
、
不
可
慮
外

自
然
不
儀
不
道
を
た
く
み
、
い
た
つ
ら
仕
に
お

い
て
は
曲
事
た
る
へ
し
、
常
々
其
主
人
々
々
行

規
手
堅
可
申
付
、
若
猥
之
族
有
之
者
、
且
は
其

主
人
之
緩
を
、
且
は
法
を
軽
す
る
輩
た
り
、
是

元
就
公
堅
相
警
法
た
り
、
其
下
人
は
咎
之
軽
重

に
よ
っ
て
可
処
厳
科
、
品
に
よ
り
其
主
人
も
亦

可
為
越
度
事

一
、
諸
役
之
士
可
相
守
事

右
不
謂
親
子
同
名
縁
類
無
贔
負
偏
頗
常
に
無
欲

廉
直
を
専
と
し
て
万
事
可
執
行
且
又
対
相
役
雖
有

遺
恨
於
公
用
は
互
に
不
□
□
心
申
出
す
旨
身
に
引

付
、
諸
士
と
し
て
、
又
家
内
の
者
、
農
人
、
町
人
に

無
理
非
法
し
か
け
ま
じ
き
（
し
て
は
な
ら
な
い
）

事

付
、
面
々
下
々
の
者
ど
も
直
参
之
士
に
対
し
慮
外
（

ぶ
し
つ
け
な
こ
と
）
す
べ
か
ら
ず
自
然
不
儀
不
道

を
た
く
み
、
い
た
づ
ら
（
ま
ち
が
っ
た
こ
と
）
つ

か
ま
つ
る
に
お
い
て
は
、
曲
事
た
る
べ
し
。
常
々

其
の
主
人
々
々
行
規
（
行
儀
）
手
が
た
く
申
し
付

く
べ
し
、
若
し
猥
（
無
作
法
）
の
族
こ
れ
有
る
に

於
て
は
、
且
は
其
の
主
人
の
緩
み
を
、
且
は
法
を

軽
ん
ず
る
輩
た
り
、
是
れ
元
就
公
の
堅
く
相
警
む

る
法
た
り
、
其
の
下
人
は
咎
（
罪
）
の
軽
重
に
よ

っ
て
厳
科
（
き
び
し
い
と
が
め
）
に
処
す
可
く
、

品
（
こ
と
が
ら
）
に
よ
り
其
の
主
人
も
ま
た
落
度

為
る
可
き
事

一
、
諸
役
之
士
相
守
る
可
き
事

右
親
子
、
同
名
、
縁
類
を
謂
わ
ず
贔
負
偏
頗
（
か

た
よ
り
）
無
く
常
に
無
欲
廉
直
（
潔
白
で
正
し
い
）

を
専
と
し
て
万
事
執
り
行
う
べ
し
、
且
つ
又
相
役
に
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懸
不
惜
一
命
人
の
に
く
み
を
請
、
当
家
の
た
め
よ

ろ
し
き
や
う
に
可
裁
判
是
又
元
就
公
乃
厳
法
た
り

一
、
諸
士
専
可
相
誡
事

右
諸
士
と
し
て
名
利
名
聞
に
か
か
わ
り
、
諂
権

門
勢
家
、
侍
輩
の
為
を
肝
要
と
し
、
公
儀
を
次
に

し
て
分
過
に
誇
り
昼
夜
遊
山
風
流
を
好
み
連
歌
茶

之
湯
盤
上
乱
舞
等
に
心
を
う
つ
し
て
是
の
み
家
業

の
こ
と
ゝ
頑
ふ
事

付
、
士
と
し
て
医
療
針
治
家
業
の
こ
と
く
す
る
事

付
、
賭
奕
其
外
不
儀
之
賭
勝
負
之
事

付
、
耽
男
色
女
色
事

一
、
結
党
軽
忠
族
之
事

右
万
事
に
徒
党
を
結
び
企
非
礼
非
儀
、
或
ハ
人

の
為
に
荷
担
し
、
□
而
忘
主
忠
或
ハ
堅
き
誓
紙
を

対
し
遺
恨
（
う
ら
み
）
有
り
と
雖
も
公
用
に
於
て
は

互
に
口
□
□
□
申
し
出
す
旨
身
に
引
懸
け
一
命
を
惜

し
ま
ず
、
人
の
に
く
み
を
う
け
、
当
家
の
た
め
よ
ろ

し
き
よ
う
に
裁
判
（
と
り
さ
ば
く
）
す
べ
し
、
是
れ

元
就
公
の
厳
法
（
き
び
し
い
取
り
き
め
）
た
り

一
、
諸
士
専
ら
相
誡
し
む
べ
き
事

右
諸
士
と
し
て
名
利
名
聞
に
か
か
わ
り
、
権
門
勢

家
（
権
力
や
勢
の
あ
る
者
）
に
へ
つ
ら
い
侍
輩
の
為

を
肝
要
と
し
、
公
儀
を
次
に
し
て
分
過
（
身
分
不
相

応
）
に
誇
り
、
昼
、
夜
遊
山
風
流
を
好
み
連
歌
、
茶

の
湯
、
盤
上
乱
舞
等
に
心
を
う
つ
し
て
、
是
れ
の
み

家
業
の
ご
と
く
頑
ぶ
事

付
、
士
た
る
も
の
自
身
の
外
売
買
利
潤
の
才
覚
の
事

付
、
士
と
し
て
医
療
、
針
治
家
業
の
ご
と
く
す
る
事

付
、
博
奕
其
の
外
不
儀
の
賭
勝
負
の
事

付
、
男
色
、
女
色
に
耽
る
事

一
、
党
を
結
び
忠
を
軽
ん
ず
る
族
の
事

右
万
事
に
徒
党
を
結
び
非
礼
非
儀
を
企
て
、
或
は

人
の
為
に
荷
担
（
力
を
か
す
）
し
、
□
□
て
主
忠
を
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取
か
ハ
し
、
生
死
之
交
を
結
ふ
事
、
古
今
所
相

也
、
若
違
犯
之
族
於
有
之
者
可
為
重
罪
事

付
、
他
国
之
者
に
密
事
を
通
し
て
当
家
の
法
を
洩

し
、
深
重
の
交
里
を
結
ふ
へ
か
ら
す
、
縦
雖
為

親
子
兄
第
、
他
国
に
於
有
之
者
、
其
所
右
に
同

し
か
る
へ
き
事

一
、
組
頭
、
番
頭
并
組
之
證
人
可
心
得
事

右
組
頭
ハ
諸
士
の
司
た
る
上
礼
儀
正
舗
法
度
を

守
り
組
中
之
諸
士
と
無
親
疎
令
一
和
諸
役
番
等
無

甲
乙
可
申
付
、
惣
而
不
依
何
事
依
怙
私
な
く
、
理

に
随
て
可
有
其
沙
汰
、
又
道
理
に
依
て
及
貧
窮
者

あ
ら
ば
、
救
立
身
躰
相
続
様
に
方
便
有
へ
し
、
若

又
私
の
費
を
い
た
し
、
手
前
逼
迫
し
て
、
□
而
非

儀
之
訟
於
有
之
ハ
□
子
細
を
尋
究
め
可
言
上
、
詮

儀
之
上
一
廉
越
度
に
可
申
付
事

付
、
組
付
之
士
共
其
頭
之
下
知
を
軽
し
め
、
我
意

を
恣
に
し
惣
而
無
作
法
之
族
於
有
之
者
速
に
申

.

出
へ
し
、
一
悪
人
其
組
に
有
と
き
ハ
、
諸
人
妨

忘
れ
、
或
は
堅
き
誓
紙
を
取
り
か
わ
し
、
生
死
の
交

り
を
結
ぶ
事
、
古
今
相
誡
る
所
也
、
若
違
犯
之
族
之

れ
有
る
に
於
て
は
重
罪
た
る
べ
き
事

付
、
他
国
の
者
に
密
事
を
通
じ
て
当
家
の
法
を
洩
し

深
重
の
交
わ
り
を
結
ぶ
べ
か
ら
ず
、
た
と
え
親
子

兄
第
た
り
と
い
え
ど
も
、
他
国
に
之
れ
有
る
に
於

て
は
其
所
右
に
同
じ
か
る
べ
き
事

一
、
組
頭
、
番
頭
並
び
に
組
之
證
人
心
得
べ
き
事

右
組
頭
は
諸
士
の
司
（
支
配
役
）
た
る
上
、
礼

儀

.

正
し
く
法
度
を
守
り
、
組
中
の
諸
士
と
親
疎
無
く
一

和
せ
令
め
、
諸
役
番
等
甲
乙
無
く
申
し
付
く
べ
し
、

惣
じ
て
（
全
般
に
）
何
事
に
依
ら
ず
依
怙
私
な
く
（

個
人
的
な
ひ
い
き
）
理
に
従
っ
て
其
の
沙
汰
有
る
べ

し
、
又
道
理
に
依
っ
て
貧
窮
に
及
ぶ
者
あ
ら
ば
救
い

立
て
身
躰
相
続
く
よ
う
に
方
便
（
心
配
り
）
有
る
べ

し
、
若
し
又
私
の
費
（
消
費
）
を
い
た
し
手
前
（
家

計
）
逼
迫
し
て
□
□
て
非
儀
の
訟
え
之
れ
有
る
に
於

て
は
□
子
細
を
尋
ね
窮
め
言
上
す
べ
し
、
詮
儀
の
上

一
廉
越
（
落
）
度
に
申
し
付
く
べ
き
事
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【
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３
頁
】と

成
も
の
な
り
、
然
に
此
理
に
暗
き
者
ハ
兎
角

人
之
悪
事
を
云
事
本
意
と
心
得
て
、
つ
い
に
無

沙
汰
に
依
て
悪
人
は
弥
悪
を
ま
し
、
善
人
も
侫

否
の
理
を
見
て
も
い
は
ず
、
善
人
も
悪
人
と
共

に
惣
而

と
相
成
者
也
、
是
又
其
頭
を
疎
に

従
者

し
て
組
之
詮
議
無
之
、
糺
べ
き
を
不
糺
可
賞
を

不
賞
故
也
、
急
度
此
理
を
辨
知
て
善
人
悪
人
共

に
於
有
之
者
、
組
頭
明
白
に
可
申
出
、
若
私
曲

を
構
於
不
申
出
一
廉
可
為
越
度
事

付
、
自
他
之
組
と
質
方
申
分
有
之
時
ハ
假
令
我
組

た
り
と
も
無
理
於
申
出
は
随
分
申
宥
め
、
他
組

の
理
を
理
に
取
扱
へ
し
、
自
分
の
組
と
て
無
理

を
引
と
き
は
是
又
依
怙
之
本
た
る
事

付
、
諸
事
證
人
に
ま
か
せ
緩
怠
気
随
意
仕
間
敷
事

付
、
組
頭
中
寄
合
之
時
、
萬
不
可
致
結
構
、
尤
美

酒
佳
肴
濃
茶
等
無
用
之
至
也
、
□
可
致
□
所
沙

汰
に
ま
じ
へ
盤
上
私
談
禁
止
之
事

付
、
急
度
可
落
着
事
を
組
頭
依
緩
怠
令
延
引
事
太

以
可
為
越
度
事

付
、
組
付
の
士
共
に
其
の
頭
の
下
知
（
命
令
）
を
軽

し
め
我
意
を
恣
（
好
き
勝
手
）
に
し
、
惣
じ
て
無

作
法
の
族
之
れ
有
る
に
於
て
は
速
か
に
申
し
出
ず

べ
し
、
一
悪
人
其
の
組
に
有
る
と
き
は
、
諸
人
の

妨
げ
と
な
る
も
の
な
り
。
然
る
に
此
の
理
に
暗
き

者
は
兎
角
人
の
悪
事
を
云
う
事
本
意
に
非
ず
と
心

得
て
、
つ
い
に
沙
汰
無
き
に
依
て
、
悪
人
は
弥
々

一
悪
を
増
し
善
人
も
侫
否
（
理
に
か
な
わ
ぬ
こ
と

）
の
理
を
見
て
も
云
わ
ず
、
善
人
も
悪
人
と
共
に

惣
じ
て

（
つ
ま
ら
ぬ
者
）
と
相
成
る
も
の
な

徒
者

り
、
是
れ
又
頭
を
疎
か
に
し
て
組
の
詮
議
（
と
り

し
ら
べ
）
之
れ
無
く
、
糺
す
べ
き
を
糺
さ
ず
賞
む

可
き
を
賞
め
ざ
る
故
な
り
、
急
度
此
の
理
を
辨
え

知
り
て
善
人
悪
人
共
に
之
れ
有
る
に
於
て
は
、
組

頭
明
白
に
申
し
出
ず
べ
し
、
若
し
私
曲
を
構
え
申

し
出
で
ざ
る
に
於
て
は
一
廉
越
（
落
）
度
た
る
べ

き
事

付
、
自
他
の
組
と
質
方
（
善
悪
の
決
め
）
申
し
分
之

れ
有
る
時
は
、
た
と
え
我
が
組
た
り
と
も
無
理
申
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付
、
不
依
何
事
、
従
公
儀
申
出
事
、
又
不
申
出
事

組
頭
と
し
て
対
組
子
申
掠
族
自
然
於
有
之
ハ
可

為
重
罪
事

付
、
番
頭
之
儀
は
組
頭
に
相
次
で
の
役
人
た
り
、

組
頭
闕
目
有
之
時
は
其
役
に
替
て
諸
事
可
相
勤

於
番
所
は
相
組
中
之
作
法
交
替
之
勤
不
勤
慥
に

見
届
其
番
之
終
に
私
な
く
組
頭
へ
可
申
達
、
毛

頭
取
繕
於
申
掠
は
一
廉
可
為
曲
事

付
、
組
付
之
士
は
組
頭
番
頭
證
人
等
に
申
渡
旨
宜

承
知
、
万
事
組
頭
之
下
知
を
守
り
、
其
威
を
お

も
ん
じ
慇
勤
に
礼
を
尽
し
其
役
職
無
怠
可
相
勤

自
然
申
付
役
儀
令
違
背
者
於
有
之
は
、
速
に
言

上
す
へ
し
、
若
又
其
頭
無
礼
に
し
て
行
跡
を
妄

に
し
、
一
組
の
う
ち
親
疎
を
分
ち
、
自
惰
楽
を

事
と
し
て
其
組
を
恵
ま
ず
、
組
中
之
儀
ニ
付
於

有
緩
ハ
組
子
と
し
て
再
三
可
知
諫
、
弥
無
承
引

諸
事
怠
り
あ
ら
ば
、
密
に
目
付
之
者
え
訴
へ
し

糺
其
実
否
可
処
厳
法
事

付
、
證
人
之
儀
ハ
撰
一
組
之
中
、
詮
議
之
上
を
以

出
ず
る
に
於
て
は
、
随
分
申
し
宥
め
、
他
組
の
理

を
理
に
取
り
扱
う
べ
し
、
自
分
の
組
と
て
無
理
を

引
く
と
き
は
是
れ
又
依
怙
の
本
た
る
事

付
、
諸
事
證
人
に
ま
か
せ
緩
怠
気
随
意
（
な
ま
け
、

気
ま
ま
）
仕
る
ま
じ
き
事

付
、
組
頭
中
寄
り
合
い
の
時
、
万
結
構
（
ぜ
い
た
く

肴

）
を
致
す
べ
か
ら
ず
、
尤
も
（
勿
論
）
美
酒
佳

濃
茶
等
無
用
の
至
り
な
り
□
□
□
□
□
□
□
□
□

所
沙
汰
に
ま
じ
え
盤
上
私
談
禁
止
の
事

付
、
急
度
落
着
す
べ
き
事
を
組
頭
緩
怠
（
ゆ
る
み
お

こ
た
る
）
に
依
り
延
引
せ
し
む
る
事
大
い
に
以
て

落
度
た
る
べ
き
事

付
、

何
事
に
依
ら
ず
公
儀
よ
り
申
し
出
ず
る
事
、
又

.

申
し
出
で
ざ
る
事
組
頭
と
し
て
組
子
に
対
し
申
掠

（
い
い
か
げ
ん
に
云
う
）
め
る
族
自
然
之
れ
有
る

に
於
て
は
重
罪
為
る
可
き
事

付
、
番
頭
の
儀
は
組
頭
に
相
次
で
の
役
人
な
り
、
組

頭
闕
目
（
故
障
）
之
れ
有
る
時
は
、
其
の
役
に
替

っ
て
諸
事
相
勤
む
可
し
、
番
所
に
於
て
は
、
相
組
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【
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役
可
申
付
、
然
上
は
其
組
頭
之
怠
り
を
諌
め

相
組
中
之
愁
訴
理
又
ハ
身
体
相
続
や
う
に
常
々

可
気
遣
、
勿
論
依
怙
私
な
く
有
躰
之
沙
汰
可
仕

若
私
曲
邪
欲
親
疎
の
わ
か
ち
あ
っ
て
其
役
に
怠

り
あ
ら
バ
速
に
可
処
重
科
事

中
の
作
法
交
替
の
勤
、
不
勤
慥
か
に
見
届
け
、
其

の
番
の
終
り
に
私
な
く
組
頭
へ
申
し
達
す
べ
し
、

毛
頭
取
り
繕
い
申
し
掠
む
る
に
於
て
は
、
一
廉
曲

事
為
る
可
き
事

付
、
組
付
の
士
は
組
頭
、
番
頭
、
證
人
等
に
申
し
渡

す
旨
宜
し
く
承
知
す
べ
し
、
万
事
組
頭
の
下
知
を

守
り
其
の
威
を
重
ん
じ
慇
勤
（
て
い
ね
い
）
に
礼

を
尽
し
其
の
役
職
怠
り
無
く
相
勤
む
可
し
、
自
然

申
し
付
く
る
役
儀
違
背
（
そ
む
く
）
せ
令
む
る
者

之
れ
有
る
に
於
て
は
速
か
に
言
上
す
べ
し
、
若
し

其
の
頭
無
礼
に
し
て
行
跡
（
お
こ
な
い
）
を
妄
に

し
一
組
の
う
ち
親
疎
を
分
ち
、
自
惰
楽
を
事
と
し

て
其
の
組
を
恵
ま
ず
、
組
中
の
儀
に
付
き
緩
み
有

る
に
於
て
は
、
組
子
と
し
て
再
三
諌
（
忠
告
）
を

加
う
可
し
、
弥
々
承
引
無
く
（
聞
き
と
ど
け
ず
）

諸
事
怠
り
あ
ら
ば
密
に
目
付
の
者
へ
訴
う
べ
し
、

其
の
実
否
を
糺
し
厳
法
に
処
す
可
き
事

付
、
證
人
の
儀
は
一
組
の
中
よ
り
撰
び
詮
議
の
上
を

以
て
其
の
役
申
し
付
く
可
し
、
然
る
上
は
其
の
組
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付
、
組
頭
怠
有
て
聞
べ
き
事
を
不
聞
し
て
、
何
篇

任
證
人
、
致
自
由
者
有
之
ば
、
頻
に
諫
を
く
は

ふ
へ
し
、
且
又
於
無
承
引
は
聞
届
ず
〆
組
頭
之

越
度
に
可
申
付
、
若
又
可
謂
事
を
い
は
ず
可
争

事
を
不
争
ハ
是
又
證

可
為
越
度
事

人

付
、
證
人
万
事
組
頭
之
助
成
を
う
け
、
善
悪
共
に

其
頭
之
心
に
随
て
媚
諛
相
組
中
之
馳
走
を
受
、

町
人
之
貢
物
を
得
事
堅
令
禁
止
也
、
此
段
目
付

之
者
え
手
堅
申
付
上
ハ
若
相
背
者
於
有
之
は
、

依
咎
之
軽
重
可
処
厳
法
事

頭
の
怠
り
を
諫
め
、
相
組
中
の
愁
訴
（
困
っ
て
訴

え
る
）
理
（
す
じ
み
ち
）
又
は
身
体
相
続
く
よ
う

に
常
々
気
遣
う
可
し
、
勿
論
依
怙
私
な
く
有
躰
の

沙
汰
仕
る
可
し
、
若
し
私
曲
（
個
人
的
に
真
実
を

曲
げ
る
）
邪
欲
、
親
疎
の
わ
か
ち
有
っ
て
、
其
の

役
に
怠
り
あ
ら
ば
速
か
に
重
科
に
処
す
可
き
事

付
、
組
頭
怠
り
有
り
て
聞
く
べ
き
事
を
聞
か
ず
し
て

何
篇
（
何
事
も
）
證
人
に
任
せ
、
自
由
を
致
す
者

之
れ
有
ら
ば
頻
り
（
た
び
た
び
）
に
諫
め
（
忠
告

）
を
加
う
べ
し
、
且
つ
又
承
引
無
き
に
於
て
は
聞.

き
届
け
ず
し
て
組
頭
の
落
度
に
申
付
く
可
し
、
若

し
又
謂
う
可
き
事
を
云
わ
ず
、
争
う
可
き
（
議
論

す
べ
き
）
事
を
争
わ
ざ
る
は
是
れ
又
證
人
の
落
度

.

為
る
可
き
事

付
、
證
人
万
事
組
頭
之
助
成
を
う
け
、
善
悪
共
に
其

の
頭
之
心
に
従
っ
て
媚
び
へ
つ
ら
い
、
相
組
中
の

馳
走
（
も
て
な
し
）
を
受
け
、
町
人
の
貢
物
（
ワ

イ
ロ
の
品
）
を
得
る
事
、
か
た
く
禁
止
せ
令
む
る

也
、
此
の
段
目
付
の
者
へ
手
堅
く
（
き
び
し
く
）
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付
、
万
事
抽
餘
人
、
役
儀
私
な
く
堅
固
相
勤
る
證

人
於
有
之
は
、
組
頭
と
し
て
言
上
す
へ
し
、
尤

目
付
之
者
見
聞
之
上
是
を
糺
し
、
可
加
褒
美
事

一
、
物
頭
可
相
心
得
事

右
為
物
頭
者
は
其
身
一
人
之
役
の
み
に
あ
ら
ず

数
多
之
匹
夫
を
預
り
法
を
定
下
知
を
堅
す
る
事
其

頭
之
心
得
尋
常
に
て
は
不
可
叶
、
平
生
其
身
の
行

役
謹
而
相
勤
組
中
之
者
を
健
に
持
な
し
、
一
組
一

和
し
、
隙
有
時
は
弓
鉄
砲
そ
れ
そ
れ
の
武
芸
を
令

修
練
公
役
を
専
に
し
、
私
用
に
仕
は
ず
、
常
に
加

憐
愍
、
身
に
引
懸
身
上
相
続
や
う
に
方
便
有
べ
し

若
此
法
相
背
恣
之
作
法
於
有
之
は
、
組
を
召
上
依

其
品
可
処
厳
法
事

付
、
組
之
者
は
其
頭
之
自
由
た
る
へ
し
、
若
故
有

申
し
付
く
る
上
は
若
し
相
背
く
者
之
れ
有
る
に
於

て
は
、
咎
（
罪
）
の
軽
重
に
依
り
厳
法
に
処
す
べ

き
事

付
、
万
事
餘
人
（
他
人
よ
り
す
ぐ
れ
）
に
抽
ん
で
役

儀
私
な
く
堅
固
（
確
実
）
に
相
勤
る
證
人
之
れ
有

る
に
於
て
は
、
組
頭
と
し
て
言
上
す
べ
し
、
尤
も

目
付
の
者
見
聞
の
上
是
を
糺
し
褒
美
を
加
う
可
き

事

一
、
物
頭
相
心
得
可
き
事

右
物
頭
為
る
者
は
其
の
身
一
人
の
役
の
み
な
ら
ず

あ
ま
た
の
匹
夫
（
つ
ま
ら
ぬ
男
）
を
預
り
、
法
を
定

め
下
知
を
堅
く
す
る
事
、
其
の
頭
尋
常
に
て
は
叶
う

べ
か
ら
ず
、
平
生
其
の
身
の
行
役
堅
固
に
し
て
、
諸

役
謹
ん
で
相
動
め
組
中
の
者
を
健
に
持
ち
な
し
一
組

一
和
し
隙
有
る
時
は
弓
鉄
砲
そ
れ
ぞ
れ
の
武
芸
を
修

練
せ
し
め
、
公
役
を
専
ら
に
し
私
用
に
仕
わ
ず
、
常

に
憐
愍
（
あ
わ
れ
み
）
を
加
え
身
に
懸
け
身
上
相
続

く
よ
う
に
方
便
（
適
当
な
手
段
）
有
る
べ
し
、
若
し

此
の
法
に
相
背
き
恣
に
作
法
之
れ
有
る
に
於
て
は
組
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【
５
８
頁
】て

令
誅
伐
時
ハ
、
相
役
中
え
令
相
談
、
詮
議
之

上
を
以
大
頭
へ
相
達
し
、
聞
定
之
後
可
任
其
心

事

付
、
役
目
無
甲
乙
可
申
付
事

付
、
与
之
中
に
一
人
肝
煎
と
号
し
、
組
中
之
事
裁

判
す
る
者
相
定
上
ハ
、
此
外
一
人
も
無
益
の
役

に
不
可
加
事

付
、
吉
田
以
来
の
足
軽
筋
目
之
者
無
相
違
様
に
可

抱
置
、
若
緩
怠
有
之
バ
大
頭
を
以
訴
奉
行
所
其

下
知
を
請
て
可
得
時
宜
事

付
、
組
之
者
如
定
申
出
ず
に
募
り
、
或
は
役
目
に

怠
り
、
或
は
慮
外
無
沙
法
之
躰
仕
に
お
い
て
は

如
何
躰
に
も
可
申
付
事

付
、
組
之
者
新
参
に
抱
入
事
、
人
物
堅
固
に
し
て

ひ
か
へ
慥
な
る
者
、
尤
弓
鉄
砲
を
修
練
し
、
或

は
歩
行
水
練
の
達
者
、
或
は
力
量
強
盛
に
し
て

見
懸
健
な
る
者
を
む
ね
と
す
へ
し
、
右
の
一
徳

有
之
者
ハ
、
縦
見
か
け
見
苦
敷
有
之
と
い
ふ
と

も
可
召
抱
事

を
召
し
上
げ
其
の
品
に
依
り
厳
法
に
処
す
べ
き
事

付
、
組
の
者
は
其
の
頭
の
自
由
た
る
べ
し
、
若
し
故

有
っ
て
誅
伐
（
処
刑
す
る
）
せ
し
む
る
時
は
相
役

中
へ
相
談
せ
令
め
、
詮
議
の
上
を
以
っ
て
大
頭
へ

相
達
し
、
聞
き
定
め
の
後
其
の
心
に
任
す
べ
き
事

付
、
役
目
甲
乙
無
く
申
し
付
く
べ
き
事

付
、
与
の
中
に
一
人
肝
煎
と
号
し
組
中
之
事
裁
判
す

る
者
相
定
む
る
上
は
、
此
の
外
一
人
も
無
益
之
役

に
加
う
可
か
ら
ざ
る
事

付
、
吉
田
（
安
芸
の
国
吉
田
城
）
以
来
の
足
軽
筋
目

の
者
、
相
違
無
き
様
に
抱
え
置
く
可
し
、
若
し
緩

怠
之
れ
有
ら
ば
大
頭
を
以
て
奉
行
所
へ
訴
え
、
其

の
下
知
を
受
け
て
時
宜
を
得
可
き
事

付
、
組
の
者
定
め
の
如
く
申
し
出
で
ず
に
募
り
、
或

は
役
目
に
怠
り
、
或
は
慮
外
無
沙
法
の
躰
仕
る
に

お
い
て
は
如
何
躰
（
ど
の
様
）
に
も
申
し
付
く
可

き
事

付
、
組
之
者
新
参
に
抱
え
入
る
事
、
人
物
堅
固
に
て

ひ
か
へ
（
保
証
人
）
慥
か
な
る
者
、
尤
も
弓
鉄
砲
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【
５
９
頁
】

付
、
組
頭
之
下
人
自
分
之
組
へ
か
か
へ
入
ま
し
き

事

付
、
組
之
者
謡
盤
上
其
外
諸
士
の
作
法
を
ま
ね
、

品
を
越
た
る
仕
儀
有
之
ハ
則
可
召
放
事

付
、
弓
鉄
砲
之
者
其
芸
稽
古
之
時
、
お
の
れ
が
業

を
忘
れ
、
其
武
具
人
に
持
せ
間
敷
事

付
、
対
諸
士
慮
外
不
仕
様
に
常
々
堅
可
申
渡
尤
役

所
に
お
い
て
行
規
能
可
相
嗜
事

付
、
為
物
頭
組
中
之
振
舞
、
礼
物
、
音
物
請
間
舗

事

一
、
致
家
業
者
其
役
専
可
相
勤
事

右
成
家
業
は
其
芸
無
懈
怠
可
相
勤
、
若
捨
自
門

之
業
、
於
学
他
門
之
業
は
可
曲
事
、
但
其
家
業
為

を
修
練
し
、
或
は
歩
行
水
練
の
達
者
、
或
は
力
量

強
盛
に
し
て
見
懸
け
健
か
な
る
者
を
む
ね
と
す
べ

し
、
右
の
一
徳
之
れ
有
る
者
は
、
た
と
え
見
懸
見

苦
し
く
之
れ
有
り
と
い
う
と
も
召
し
抱
う
可
き
事

付
、
組
頭
の
下
人
自
分
の
組
へ
か
か
え
入
れ
ま
じ
き

事

付
、
組
之
者
謡
い
盤
上
其
外
諸
士
の
作
法
を
ま
ね
、

品
を
越
え
た
る
仕
儀
之
れ
有
ら
ば
則
ち
召
し
放
つ

可
き
事

付
、
弓
鉄
砲
の
者
其
の
芸
稽
古
の
時
、
お
の
れ
が
業

を
忘
れ
、
其
の
武
具
人
に
持
た
せ
ま
じ
き
事

付
、
諸
士
に
対
し
慮
外
仕
ら
ざ
る
様
に
常
々
堅
く
申

渡
す
可
し
、
尤
も
役
所
に
お
い
て
行
規
（
行
儀
）

よ
く
相
嗜
む
可
き
事

付
、
物
頭
と
し
て
組
中
の
振
舞
、
礼
物
、
音
物
（
ワ

イ
ロ
の
贈
り
物
）
請
け
ま
じ
き
事

一
、
家
業
を
致
す
者
其
の
役
専
ら
相
勤
む
可
き
事

右
家
業
を
成
す
は
其
の
芸
懈
怠
無
く
相
務
む
可
し

,

若
し
自
門
の
業
を
捨
て
、
他
門
の
業
を
学
ぶ
は
曲
事
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頁
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増
隆
是
を

学
ぶ
は
可
為
格
別
、
雖
然
於
其
流
儀
ハ

.

無
相
違
可
相
続
事

付
、
他
国
之
者
に
諸
芸
稽
古
之
契
約
仕
候
ハ
バ
、

前
廉
其
頭
へ
相
届
、
其
頭
よ
り
奉
行
所
へ
申
達

免
許
之
上
稽
古
可
仕
、
敢
以
内
證
他
国
之
者
に

契
約
停
止
之
事

一
、
諸
士
妄
他
国
出
行
之
事

右
他
国
出
行
之
事
堅
禁
之
、
雖
然
於
道
理
至
極

之
儀
は
、
其
組
へ
達
し
、
組
頭
よ
り
訴
奉
行
所
、

其
子
細
詳
に
聞
届
可
免
許
事

付
、
縦
両
国
之
内
た
り
と
も
城
下
を
離
れ
致
一
宿

事
於
有
之
ハ
、
是
又
組
頭
へ
達
し
、
留
守
居
之

者
へ
訟
、
赦
免
之
上
可
参
与
、
頭
無
之
者
ハ
可

訴
奉
行
所
事

一
、
歩
行
士
之
儀
ハ
第
一
五
調
強
力
を
宗
（
旨
）
と

た
る
可
き
事
、
但
し
其
の
家
業
増
隆
と
為
り
、
是
を

学
ぶ
は
格
別
た
る
可
し
、
然
り
と
雖
も
其
の
流
儀
に

於
て
は
相
違
無
く
相
続
く
可
き
箏

付
、
他
国
の
者
に
諸
芸
稽
古
之
契
約
仕
り
候
は
ば
前

廉
（
前
も
っ
て
）
其
の
頭
へ
相
届
け
、
其
の
頭
よ

り
奉
行
所
へ
申
し
達
し
、
免
許
の
上
稽
古
仕
る
可

し
、
敢
て
内
證
を
以
て
他
国
の
者
に
契
約
停
止
の

事

一
、
諸
士
妄
り
に
他
国
出
行
之
事

右
他
国
出
行
の
事
堅
く
之
れ
を
禁
ず
、
然
り
と
雖

も
道
理
至
極
の
儀
に
於
て
は
、
其
の
組
へ
達
し
、
組

頭
よ
り
奉
行
所
に
訴
え
、
其
の
子
細
詳
か
に
聞
届
け

免
許
す
可
き
事

付
、
た
と
え
両
国
（
防
長
二
国
）
の
内
た
り
と
も
城

下
を
離
れ
一
宿
致
す
事
之
れ
有
る
に
於
て
は
、
是

れ
又
組
頭
へ
達
し
、
留
守
居
の
者
へ
訴
え
、
赦
免

の
上
参
与
す
可
し
、
頭
之
れ
無
き
者
は
奉
行
所
へ

訴
う
可
き
事

一
、
歩
行
士
の
儀
は
第
一
に
五
調
強
力
を
宗
と
し
て
、
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【
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頁
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し
て
兵
法
早
業
水
練
等
之
役
を
常
に
工
夫
練
磨
し

面
々
之
役
儀
無
闕
如
堅
固
可
相
勤
、
惣
而
其
頭
之

下
知
を
謂
、
萬
法
度
を
守
り
、
貞
心
之
覚
悟
可
為

肝
要
裏

一
、
諸
士
役
儀
之
時
不
可
難
渋
事

右
於
は
時
申
出
、
役
儀
上
役
下
役
遠
近
を
い
は

す
聊
不
可
違
背
、
若
私
を
以
申
付
役
儀
た
り
共
、

一
旦
其
役
を
勤
、
追
而
理
可
申
出
事

付
、
手
子
付
之
侍
ど
も
不
依
何
事
其
頭
の
下
知
に

随
べ
し
、
雖
然
為
公
儀
不
宜
儀
と
存
事
於
有
之

ハ
其
頭
へ
再
三
達
而
可
加
意
見
、
其
上
於
無
承

引
は
可
訟
奉
行
所
事

付
、
病
者
幼
少
共
に
不
及
力
儀
な
が
ら
役
目
廻
り

相
当
と
き
、
諸
侍
輩
の
か
つ
き
に
成
事
一
人
二

人
に
慈
悲
を
加
ふ
る
を
以
て
、
諸
人
の
痛
と
な

る
事
、
以
小
恵
之
致
す
所
な
り
、
所
詮
自
今
以

後
病
者
之
儀
二
年
迄
ハ
諸
役
目
常
の
者
同
前
た

る
へ
し
、
二
年
過
る
時
ハ
其
身
上
相
当
之
役
常

に
倍
す
べ
し
、
幼
少
ハ
十
八
才
迄
を
幼
少
並
と

兵
法
早
業
水
練
等
の
役
を
常
に
工
夫
練
磨
し
、
面
々

の
役
儀
欠
如
無
く
堅
固
に
相
勤
む
可
し
、
惣
じ
て
其

の
頭
の
下
知
を
受
け
、
萬
法
度
を
守
り
貞
心
の
覚
悟

肝
要
た
る
可
き
事

一
、
諸
士
役
儀
の
時
難
渋
す
可
か
ら
ざ
る
事

右
の
時
に
於
て
は
申
し
出
で
、
上
役
下
役
遠
近
を

い
わ
ず
聊
も
違
背
有
る
可
か
ら
ず
、
若
し
私
を
以
て

申
付
く
る
役
儀
た
り
と
も
一
旦
其
の
役
を
勤
め
、
追

っ
て
理
り
申
し
出
ず
可
き
事

付
、
手
子
付
の
侍
ど
も
何
事
に
依
ら
ず
其
の
頭
の
下

知
に
随
う
べ
し
、
然
り
と
雖
も
公
儀
の
為
宜
し
か

ら
ざ
る
儀
と
存
ず
る
事
之
れ
有
る
に
於
て
は
、
其

の
頭
へ
再
三
達
し
て
意
見
を
加
う
可
し
、
其
の
上

承
引
無
き
に
於
て
は
奉
行
所
へ
訴
う
可
き
事

付
、
病
者
幼
少
共
に
力
及
ば
ざ
る
儀
な
が
ら
、
役
目

廻
り
相
当
る
時
、
諸
侍
輩
の
か
つ
ぎ
（
負
担
）
に

成
る
事
一
人
二
人
に
慈
悲
を
加
う
る
を
以
て
諸
人

の
痛
み
と
な
る
事
、
以
て
小
恵
の
致
す
所
な
り
、

所
詮
自
今
以
後
病
者
の
儀
二
年
迄
は
諸
役
目
常
の
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【
６
２
頁
】し

て
役
儀
之
事
病
者
可
為
同
然
、
十
八
才
過
る

時
ハ
訟
組
頭
、
諸
役
よ
の
つ
ね
た
る
へ
し
、
自

然
病
者
煩
之
年
月
に
私
を
構
え
、
幼
少
ハ
其
才

を
偽
り
、
於
掠
公
儀
は
、
後
に
洩
聞
一
廉
可
為

曲
事

付
、
従
先
年
煩
来
る
者
は
、
今
日
よ
り
此
定
法
之

こ
と
く
役
儀
可
仕
事

付
、
三
十
日
過
て
も
不
快
気
と
き
は
其
組
頭
へ
訴

ふ
へ
し
、
与
頭
無
之
者
は
奉
行
所
へ
申
達
へ
し

於
遂
快
気
も
亦
右
の
通
相
届
へ
し
、
与
頭
奉
行

所
に
て
も
病
人
帳
を
拵
へ
て
置
へ
き
事

一
、
純
我
懜
、
謗
他
人
、
企
讒
侫
乱
風
俗
族
之
事

右
我
懜
偏
執
に
し
て
猜
侍
輩
嫌
善
事
好
悪
事
、

巧
虚
説
、
似
真
実
善
人
を
排
斥
す
る
者
ハ
、
誠
是

風
俗
を
乱
す
悪
人
た
り
、
重
科
甚
大
な
れ
は
、
世

の
た
め
人
の
た
め
不
可
不
罰
、
若
如
此
之
輩
於
洩

者
同
然
た
る
べ
し
、
二
年
過
る
時
は
其
の
身
上
相

当
の
役
常
に
倍
す
べ
し
、
幼
少
は
十
八
才
迄
を
幼

少
並
み
と
し
て
役
儀
之
事
病
者
同
然
た
る
可
し
、

十
八
才
過
る
時
は
組
頭
へ
訴
え
諸
役
世
の
常
た
る

べ
し
、
自
然
病
者
煩
い
の
年
月
に
私
を
構
え
、
幼

少
は
其
の
才
を
偽
り
、
公
儀
を
掠
む
る
に
於
て
は

後
に
洩
れ
聞
え
曲
事
た
る
可
き
事

付
、
先
年
よ
り
煩
い
来
る
者
は
、
今
日
よ
り
定
法
の

ご
と
く
役
儀
仕
る
可
き
事

付
、
三
十
日
過
ぎ
て
も
快
気
せ
ざ
る
と
き
は
其
の
組

頭
へ
訴
う
べ
し
、
与
頭
之
れ
無
き
者
は
奉
行
所
へ

申
達
す
べ
し
、
快
気
遂
げ
る
に
於
て
も
亦
右
の
通

り
相
届
く
べ
し
、
与
頭
奉
行
所
に
て
も
病
人
帳
を

拵
え
て
置
く
べ
き
事

一
、
我
懜
（
わ
が
ま
ま
で
お
ろ
か
）
を
専
ら
に
し
他
人

を
謗
り
讒
侫
（
人
を
そ
し
り
お
と
し
い
れ
る
）
を
企

て
風
俗
を
乱
す
族
の
事

右
我
懜
偏
執
（
か
た
よ
り
と
ら
れ
る
）
に
し
て
侍

輩
を
猜
み
、
善
事
を
嫌
い
悪
事
を
好
み
虚
説
（
で
た
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頁
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聞
ハ
、
忽
可
処
厳
科
事

付
、
悪
調
儀
之
奴
原
種
々
巧
遁
辞
、
外
に
は
法
を

守
に
似
た
る
と
い
へ
と
も
、
内
心
に
私
を
構
、

色
々
に
準
て
法
度
を
乱
す
族
於
有
之
ハ
一
廉
可

処
厳
法
事

一
、
好
無
用
之
事
、
費
金
銀
、
当
役
難
勤
族
之
事

右
侍
之
嗜
へ
き
は
道
具
た
り
、
雖
然
結
構
を

諱
は
ば
か
っ

て
分
相
応
を
肝
要
と
す
へ
し
、
是
又
当
家
旧
制
之

法
也
、
況
や
此
外
之
器
を
や
、
然
に
分
過
を
好
み

美
麗
を
専
と
し
、
茶
具
、
世
具
、
衣
類
、
群
飲
、

佚
遊
等
之
風
流
に
財
宝
を
費
す
輩
幾
乎
、
専
誠
載

主
忠
還
而
似
不
報
主
忠
、
大
ニ
以
可
為
停
止
事

付
、
非
師
檀
無
益
之
奉
加
に
入
事
令
停
止
也
、
然

上
ハ
種
々
遁
辞
を
構
取
持
者
ハ
可
為
曲
事

ら
め
な
う
わ
さ

を
巧
み
、
真
実
に
似
せ
善
人
を
排

)

斥
す
る
者
は
、
誠
に
是
れ
風
俗
を
乱
す
悪
人
た
り
、

重
科
（
罪
）
甚
大
な
れ
ば
、
世
の
た
め
人
の
た
め
罰

せ
ざ
る
可
か
ら
ず
、
若
し
此
の
輩
の
如
き
洩
れ
聞
く

に
於
て
は
、
忽
ち
厳
科
に
処
す
可
き
事

付
、
悪
調
儀
の
奴
原
（
や
つ
ど
も
）
種
々
遁
辞
（
云

い
の
が
れ
）
を
巧
み
、
外
に
は
法
を
守
る
に
似
た

る
と
い
え
ど
も
、
内
心
に
私
を
構
え
、
色
々
に
準

じ
て
法
度
を
乱
す
族
之
れ
有
る
に
於
て
は
、
一
廉

厳
法
に
処
す
可
き
事

一
、
無
用
の
事
を
好
み
、
金
銀
を
費
し
、
当
役
勤
め
（

与
え
ら
れ
た
役
目
）

き
族
の
事

難

右
侍
の
嗜
む
べ
き
は
道
具
た
り
、
然
り
と
雖
も
結

構
を
諱
（
き
ら
っ
）
て
分
相
応
を
肝
要
と
す
べ
し
、

是
れ
又
当
家
旧
制
の
法
也
、
況
や
（
ま
し
て
）
此
の

外
の
器
を
や
、
然
る
に
分
過
を
好
み
美
麗
を
専
ら
と

し
茶
具
、
世
具
、
衣
類
、
群
飲
、
佚
遊
（
気
ま
ま
な

遊
び
）
等
の
風
流
に
財
宝
を
費
す
輩
幾
か
（
ど
れ
程

多
い
か
）
是
れ
誠
に
主
忠
を
載
き
、
か
え
っ
て
主
忠
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一
、
奢
分
過
尽
美
麗
屋
作
停
止
之
事

右
無
用
の
費
を
禁
す
る
上
は
、
此
条
雖
不
及
謂

不
心
得
者
之
た
め
に
所
相
誡
也
捴
而
屋
作
に
尽
美

麗
事
天
下
之
御
制
誡
眼
前
た
り
、
然
に
大
小
身
共

に
普
請
結
構
に
し
て
分
過
倍
古
、
是
皆
奢
よ
り
出

た
り
、
自
今
以
後
新
作
事
ハ
不
及
謂
、
取
繕
た
り

と
も
目
に
立
た
る
普
請
た
ら
は
、
其
組
頭
に
申
達

し
、
奉
行
所
并
目
付
之
者
に
相
届
可
請
其
旨
事

一
、
礼
儀
礼
物
之
事

右
近
親
類
縁
者
之
外
へ
ハ
祝
言
、
愁
と
も
に
礼

に
報
い
ざ
る
に
依
た
り
、
大
い
に
以
て
停
止
た
る
べ

き
事

付
、
師
檀
（
神
祭
供
養
な
ど
）
に
非
ず
無
益
の
奉
加

（
神
社
、
寺
院
な
ど
の
寄
付
）
に
入
る
事
停
止
せ

し
む
る
也
、
然
る
上
は
種
々
遁
辞
を
構
え
、
取
り

持
つ
者
は
曲
事
た
る
可
き
事

一
、
奢
分
（
ぜ
い
た
く
）
に
過
ぎ
美
麗
を
尽
す
屋
作
り

停
止
の
事

右
無
用
の
費
を
禁
ず
る
上
は
、
此
の
条
謂
（
言

）
」

う
に
及
ば
ず
と
雖
も
不
心
得
者
の
た
め
に
相
誡
む
る

所
也
、
捴
じ
て
屋
作
り
に
美
麗
を
尽
す
事
天
下
の
御

制
誡
眼
前
た
り
、
然
る
に
大
小
身
共
に
普
請
結
構
に

.

し
て
分
過
古
に
倍
す
、
是
皆
奢
よ
り
出
で
た
り
、
自

今
以
後
新
作
事
は
謂
う
に
及
ば
ず
取
繕
い
た
り
と
も

目
に
立
ち
た
る
普
請
た
ら
ば
、
其
の
組
頭
に
申
し
達

し
奉
行
所
並
び
に
目
付
の
者
に
相
届
け
其
の
旨
を
請

く
可
き
事

一
、
礼
儀
礼
物
の
事

右
近
き
親
類
縁
者
の
外
へ
は
祝
言
、
愁
（
悲
し
み
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銭
香
典
其
外
音
信
之
贈
答
所
相
禁
也
、
品
定
之
儀

奉
行
所
よ
り
可
申
渡
事

,

一
、
衣
装
之
事

右
先
年
従
天
下
被
仰
出
旨
、
今
以
宜
相
守
、
於

国
中
ハ
専
倹
約
を
本
と
し
、
不
可
致
結
構
、
品
定

之
儀
ハ
委
細
別
紙
に
記
し
、
奉
行
共
よ
り
可
申
渡

事

一
、
饗
応
之
事

右
振
舞
之
儀
、
物
数
定
之
外
不
可
致
結
構
、
自

然
有
限
時
に
お
い
て
は
、
奉
行
目
付
之
者
へ
達
し

可
応
其
時
宜
、
品
定
之
儀
、
記
別
紙
奉
行
共
よ
り

可
申
渡
事

一
、
私
不
可
結
婚
姻
并
儀
式
之
事

右
夫
婦
婚
合
之
道
ハ
人
倫
相
続
之
根
本
た
り
、

然
に
当
時

猥

欲
心
不
儀
に
し
て
不
順
の
縁
を
結
ふ

み
だ
り
に

事
無
謂
儀
也
、
所
詮
自
今
以
後
百
石
已
上
之
者
婚

姻
を
結
ハ
ハ
、
其
約
未
定
の
う
ち
双
方
よ
り
可
相

窺
、
聞
定
之
上
可
沙
汰
事

ご
と

と
も
に
礼
銭
香
典
其
の
外
音
信
の
贈
答
相
禁

)

ず
る
所
な
り
、
品
定
め
の
儀
は
奉
行
所
よ
り
申
し
渡

す
可
き
事

一
、
衣
装
の
事

右
先
年
天
下
よ
り
仰
せ
出
だ
さ
る
旨
今
以
て
宜
し

く
相
守
る
可
し
、
国
中
に
於
て
は
専
ら
倹
約
を
本
と

し
、
結
構
を
致
す
可
か
ら
ず
、
品
定
め
の
儀
は
委
細

別
紙
に
記
し
、
奉
行
共
よ
り
申
し
渡
す
可
き
事

一
、
饗
応
の
事

右
振
舞
の
儀
、
物
数
定
め
の
外
結
構
を
致
す
可
か

ら
ず
、
自
然
限
り
有
る
時
に
お
い
て
は
、
奉
行
目
付

の
者
へ
達
し
、
其
の
時
宜
に
応
ず
可
し
、
品
定
め
の

儀
別
紙
に
記
し
、
奉
行
共
よ
り
申
し
渡
す
可
き
事

一
、
私
に
婚
姻
を
結
ぶ
可
か
ら
ず
並
に
儀
式
の
事

右
夫
婦
婚
合
の
道
は
人
倫
相
続
の
根
本
た
り
、
然

る
に
当
時
猥
に
欲
心
不
儀
に
し
て
不
順
の
縁
を
結
ぶ

事
謂
う
無
き
儀
な
り
、
所
詮
自
今
以
後
百
石
已
上
の

者
婚
姻
を
結
ば
ば
、
其
の
役
未
定
の
う
ち
双
方
よ
り

相
窺
う
可
し
、
聞
き
定
の
上
沙
汰
す
可
き
事
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付
、
以
内
證
枉
法
令
、
遁
辞
を
巧
之
婚
礼
大
に
以

停
止
之
事

付
、
大
身
之
者
娘
数
多
於
有
之
者
、
宗
領
娘
一
人

ハ
同
輩
之
分
限
の
者
に
遣
す
へ
し
、
其
末
々
よ

り
ハ
小
身
の
者
な
り
と
も
契
約
す
へ
し
、
押
な

べ
て
結
構
の
縁
辺
可
為
無
用
、
是
又
天
下
之
制

法
歴
然
た
り
、
聊
不
可
相
背
事

付
、
嫁
取
儀
式
之
事
、
大
小
身
と
も
に
倹
約
質
朴

を
本
と
し
、
不
可
致
花
麗
、
若
此
旨
於
相
背
は

可
為
曲

付
、
再
三
之
嫁
取
之
儀
、
年
寄
共
迄
訟
へ
、
差
図

を
請
て
可
任
時
宜
事

付
、
不
依
大
小
身
、
他
国
之
婚
姻
停
止
之
事

一
、
継
目
跡
職
并
養
子
之
事

右
不
依
大
小
身
於
有
実
子
は
雖
為
幼
少
自
今
以

後
役
職
全
不
可
有
相
違
者
也
、
雖
然
筋
目
相
違
之

事
於
申
出
者
実
子
た
り
と
も
可
有
違
変
、
若
又
実

否
不
分
明
紛
は
し
き
事
於
申
出
は
、
本
人
は
不
及

謂
其
事
取
持
親
類
縁
者
ま
で
も
可
為
曲
事
、
兼
又

付
、
内
證
を
以
て
法
令
を
枉
げ
、
遁
辞
を
巧
む
の
婚

礼
大
い
に
以
て
停
止
の
事

付
、
大
身
の
者
娘
数
多
く
之
れ
有
る
者
は
、
宗
領
娘

一
人
は
同
輩
の
分
限
の
者
に
遣
す
可
し
、
其
の
末

末
よ
り
は
小
身
の
者
な
り
と
も
契
約
す
べ
し
、
押

な
べ
て
結
構
の
縁
辺
無
用
た
る
可
し
、
是
れ
又
天

下
の
制
法
歴
然
た
り
聊
も
相
背
く
可
か
ら
ざ
る
事

付
、
嫁
取
儀
式
の
事
、
大
小
身
と
も
に
倹
約
質
朴
を

本
と
し
、
花
麗
を
致
す
可
か
ら
ず
、
若
し
此
の
旨

相
背
く
に
於
て
は
曲
事
た
る
べ
き
事

付
、
再
三
の
嫁
取
の
儀
、
年
寄
共
迄
訴
え
、
差
図
を

請
け
て
時
宜
に
任
す
可
き
事

付
、
不
依
大
小
身
、
他
国
之
婚
姻
停
止
の
事

一
、
継
目
跡
職
並
に
養
子
之
事

右
大
小
身
に
依
ら
ず
実
子
有
る
に
於
て
は
幼
少
為

り
と
雖
も
自
今
以
後
役
職
全
て
相
違
有
る
可
か
ら
ざ

る
者
也
、
然
り
と
雖
も
筋
目
相
違
の
事
申
出
ず
る
者

は
実
子
た
り
と
も
違
変
有
る
可
し
、
若
し
又
実
否
分

明
せ
ず
紛
わ
し
き
事
申
し
出
ず
る
に
於
て
は
、
本
人
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片
輪
者
或
は
癩
瘡
癲
癇
之
類
、
或
は
狂
気
心
之
者

其
外
役
儀
不
相
病
者
之
類
は
縦
雖
為
宗
領
家
続
尤

令
禁
止
事
、
然
上
は
其
二
男
三
男
等
之
中
器
量
を

も
っ
て
相
続
之
儀
可
相
窺
、
当
分
愛
に
溺
れ
私
を

以
不
可
申
出
、
右
に
所
謂
宗
領
之
外
於
無
実
子
は

養
子
之
法
を
以
て
可
申
窺
事

付
、
末
期
之
養
子
之
儀
前
々
よ
り
雖
相
禁
、
組
頭

目
付
之
者
證
拠
と
し
て
其
身
慥
筋
目
無
相
違
於

申
出
ハ
詮
議
之
上
或
は
半
分
、
或
は
三
分
一
立

遣
べ
し
、
若
又
其
者
抽
諸
人
致
忠
節
者
に
お
い

て
は
役
職
相
違
有
間
敷
者
也
、
但
其
期
に
臨
ん

で
組
頭
不
合
居
時
ハ
番
頭
可
為
證
拠
人
事

付
、
雖
為
実
子
大
不
孝
者
又
ハ
家
中
に
隠
れ
な
き

越
度
人
捴
而
人
倫
之
道
に
背
く
者
於
有
之
は
、

役
職
の
儀
は
不
及
沙
汰
速
に
可
處
厳
科
事

付
、
実
子
、
養
子
た
り
と
い
ふ
共
、
無
作
法
こ
れ

有
て
、
或
は
致
追
放
、
或
ハ
令
生
害
時
ハ
、
組

頭
迄
申
達
し
、
其
上
訟
奉
行
所
、
其
後
可
任
存

分
事

は
謂
う
に
及
ば
ず
其
の
事
取
持
つ
親
類
縁
者
ま
で
も

曲
事
為
る
可
き
事
、
兼
て
又
片
輪
者
或
は
癩
瘡
癲
癇

の
類
、
或
は
狂
気
心
の
者
其
外
役
儀
相
な
ら
ざ
る
病

者
の
類
は
、
た
と
い
宗
（
総
）
領
た
り
と
雖
も
家
続

も
と
よ
り
禁
止
せ
し
む
る
事
、
然
る
上
は
其
の
二
男

三
男
等
の
中
器
量
を
も
っ
て
相
続
の
儀
相
規
う
（
お

願
い
申
し
あ
げ
る
）
可
し
、
当
分
愛
に
溺
れ
私
を
以

て
申
し
出
ず
べ
か
ら
ず
、
右
に
い
わ
ゆ
る
宗
領
之
外

実
子
無
き
に
於
て
は
、
養
子
の
法
を
以
て
申
し
窺
う

べ
き
事

付
、
末
期
の
養
子
の
儀
、
前
々
よ
り
相
禁
ず
と
雖
も

組
頭
目
付
の
者
証
誕
と
し
て
其
の
身
慥
か
に
筋
目

相
違
無
く
申
し
出
ず
る
に
於
て
は
詮
議
の
上
或
は

半
分
、
或
は
三
分
一
立
て
遺
す
べ
し
、
若
し
又
其

の
者
諸
人
に
抽
で
忠
節
を
致
す
者
に
お
い
て
は
役

職
相
違
有
る
ま
じ
き
者
也
、
但
し
其
の
期
に
臨
ん

で
組
頭
居
合
わ
さ
ざ
る
時
は
番
頭
証
拠
人
た
る
べ

き
事

付
、
実
子
た
り
と
雖
も
大
不
孝
者
又
は
家
中
に
隠
れ
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付
、
羪

養

子
の
儀
は
本
家
氏
族
の
中
、
其
器

(
)

に
相
当
る
者
を
撰
び
養
子
に
す
べ
し
、
若
氏
族

之
中
於
無
之
ハ
可
他
姓
、
然
則
双
方
よ
り
姓
名

(
)

年
数
并
約
諾
之
趣
詳
に
手
付
判
形
を
す

そ

へ
可
訟
奉
行
所
、
其
上
年
寄
共
よ
り
目
付
之
者

え
相
尋
無
別
条
に
お
い
て
は
可
言
上
事

付
、
男
女
と
も
に
他
国
へ
養
子
と
し
て
遺
し
、
又

此
方
へ
乞
請
る
事
甚
以
令
停
止
也
、
若
不
相
叶

理
於
有
之
者
其
之
理
非
を
糺
し
、
至
極
之
道
理

た
ら
ば
免
許
之
上
遣
取
べ
き
事
、
貧
金
銀
又
諛

権
勢
之
家
筋
目
に
違
い
た
る
養
子
大
以
制
禁
之

法
也
、
其
先
祖
因
勲
功
、
充
行
領
知
等
欲
心
不

儀
に
し
て
利
潤
之
作
法
於
有
之
ハ
全
非
士
法
事

付
、
種
々
調
略
を
以
掠
公
儀
養
子
仕
に
お
い
て
は

其
悪
儀
雖
不
顕
、
経
年
序
後
於
洩
聞
ハ
親
子
其

可
行
厳
法
尤
取
持
も
の
可
為
同
罪
事

付
、
又
内
之
者
百
姓
町
人
等
、
縦
は
血
脈
相
続
之

者
た
り
と
い
ふ
と
も
一
旦
其
家
に
く
だ
ら
ば
直

参
之
養
子
と
す
る
事
可
為
停
止
、
雖
然
器
量
抜

な
き
落
度
人
総
じ
て
人
倫
の
道
に
背
く
者
之
れ
有

る
に
於
て
は
、
役
職
の
儀
は
沙
汰
に
及
ば
ず
速
か

に
厳
科
に
処
す
可
き
事

付
、
実
子
、
養
子
た
り
と
い
ふ
と
も
無
作
法
こ
れ
有

り
て
或
は
迫
放
致
し
、
或
は
生
害
せ
し
め
る
時
は

組
頭
迄
申
し
達
し
、
其
の
上
奉
行
所
に
訟
え
、
其

の
後
存
分
に
任
す
可
き
事

付
、
養
子
の
儀
は
本
家
氏
族
の
中
、
其
の
器
に
相
当

る
者
を
撰
び
養
子
に
す
べ
し
、
若
し
氏
族
の
中
に

之
れ
無
き
に
於
て
は
他
姓
と
す
可
し
、
然
ら
ば
則

ち
双
方
よ
り
姓
名
年
数
並
に
約
諾
の
趣
詳
か
に
手

付
判
形
を
そ
へ
奉
行
所
へ
訴
う
可
し
、
其
の
上
年

寄
共
よ
り
目
付
の
者
へ
相
尋
ね
、
別
条
無
き
に
於

て
は
言
上
す
可
き
事

付
、
男
女
と
も
に
他
国
へ
養
子
と
し
て
遣
し
、
又
此

の
方
へ
乞
い
請
け
る
事
甚
だ
以
て
停
止
せ
し
む
る

也
、
若
し
相
叶
わ
ざ
る
理
之
れ
有
る
に
於
て
は
其

の
理
非
を
糺
し
、
至
極
（
も
っ
と
も
の
）
の
道
理

た
ら
ば
免
許
の
上
取
り
遣
す
可
き
事
、
金
銀
を
貧
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に
し
て
逸
芸
有
之
者
は
詮
議
之
上
可
召
加
家

人

付
、
他
子
を
養
う
と
云
う
と
も
、
大
不
儀
に
し
て

養
父
之
意
に
背
か
ハ
其
親
に
可
悔
也
、
是
古
来

之
法
也
、
但
養
子
咎
な
き
に
難
非
を
付
る
事
可

為
養
父
之
越
度
、
是
又
早
く
悔
せ
し
て
如
誓
約

家
督
無
相
違
可
譲
与
事

付
、
諸
芸
者
之
子
其
芸
不
勤
し
て
親
に
劣
り
、
又

家
業
を
学
ひ
（
ば
）
ず
し
て
他
業
を
学
者
有
之

は
、
或
は
扶
持
を
召
放
、
或
は
知
行
を
可
減
事

付
、
闘
争
に
及
ひ
相
果
も
の
ゝ
役
職
双
方
之
理
非

を
糺
し
理
不
尽
な
る
者
の
役
を
ハ
一
向
可
没
収

又
道
理
之
上
一
旦
堪
忍
す
る
と
い
へ
ど
も
、
無

理
を
仕
懸
る
に
よ
っ
て
無
是
非
於
相
果
は
、
詮

議
之
上
役
職
可
立
遣
事

付
、
隠
居
之
者
知
行
扶
持
方
之
儀
ハ
依
品
一
代
は

領
知
可
申
付
事

付
、
隠
居
仕
も
の
其
宗
（
総
）
領
及
末
期
養
子
之

遺
言
令
忘
却
相
果
時
ハ
、
其
親
罷
出
で
一
旦
役

り
、
又
権
勢
の
家
に
諛
い
、
筋
目
に
違
い
た
る
養

子
大
い
に
以
て
制
禁
の
法
也
、
其
の
先
祖
因
り
の

勲
功
、
充
行
、
領
知
等
欲
心
不
儀
に
し
て
利
潤
の

作
法
之
れ
有
る
に
於
て
は
、
全
て
士
法
に
非
る
事

付
、
種
々
調
略
（
ご
ま
か
し
）
を
以
て
公
儀
を
掠
め

養
子
仕
る
に
お
い
て
は
、
其
の
悪
儀
顕
れ
ず
と
雖

も
、
年
序
を
経
て
後
洩
れ
聞
く
に
於
て
は
、
親
子

と
も
厳
法
に
行
な
う
可
し
、
尤
も
取
り
持
つ
者
同

罪
た
る
可
き
事

付
、
又
、
内
の
者
、
百
姓
町
人
等
、
た
と
え
ば
血
脈

相
続
の
者
た
り
と
い
う
と
も
、
一
旦
そ
の
家
に
下

ら
ば
、
直
参
の
養
子
と
す
る
事
停
止
た
る
可
し
、

然
り
と
雖
も
器
量
抜
群
に
し
て
逸
芸
之
れ
有
る
者

は
詮
議
の
上
家
人
に
召
し
加
う
可
し

付
、
他
子
を
養
う
と
云
う
と
も
大
不
儀
に
し
て
養
父

の
意
に
背
か
ば
、
其
の
親
に
悔
す
可
き
也
、
是
れ

古
来
の
法
也
、
但
し
養
子
咎
な
き
に
難
非
を
付
す

る
事
養
父
の
落
度
た
る
可
し
、
是
れ
又
早
く
悔
せ

し
て
誓
約
の
如
く
家
督
相
違
無
く
譲
り
与
う
可
き
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所
勤
之
上
理
於
申
出
は
詮
議
之
上
を
以
て
次

男
三
男
或
は
養
子
た
り
と
も
家
続
可
申
付
事

事

付
、
諸
芸
者
の
子
、
其
の
芸
を
勤
め
ず
し
て
親
に
劣

り
、
又
家
業
を
学
ば
ず
し
て
他
業
を
学
ぶ
者
之
れ

有
ら
は
、
或
は
扶
持
を
召
し
放
し
、
或
は
知
行
を

減
ず
可
き
事

付
、
闘
争
に
及
び
相
果
つ
る
（
死
ぬ
）
も
の
の
役
職

双
方
の
理
非
を
糺
し
、
理
不
尽
（
理
く
つ
に
あ
わ

ぬ
）
な
る
者
の
役
を
ば
一
向
没
収
す
べ
し
、
又
道

理
の
上
一
旦
勘
忍
す
る
と
い
え
ど
も
、
無
理
を
仕

懸
る
に
よ
っ
て
是
非
無
く
（
や
む
を
え
ず
）
相
果

つ
る
に
於
て
は
詮
議
の
上
役
職
立
て
遣
す
可
き
事

付
、
隠
居
の
者
知
行
扶
持
方
の
儀
は
品
に
依
り
一
代

は
領
知
申
し
付
く
可
き
事

付
、
隠
居
仕
る
者
、
そ
の
惣
領
末
期
（
長
男
が
死
ん

で
）
に
及
び
養
子
の
遺
言
忘
却
せ
し
め
相
果
つ
る

時
は
、
其
の
親
罷
り
出
で
、
一
旦
役
儀
所
勤
の
上

理
り
申
し
出
ず
る
に
於
て
は
詮
議
の
上
を
以
て
次

男
、
三
男
或
は
養
子
た
り
と
も
家
続
申
し
付
く
可

き
事
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一
、
諸
士
二
男
三
男
召
抱
之
事

右
当
家
之
儀
は
譜
代
之
筋
目
歴
々
有
之
故
二
男

三
男
等
召
置
時
は
依
怙
私
な
く
令
詮
議
片
落
無
之

様
に
可
申
付
委
細
年
寄
共
よ
り
可
申
渡
事

一
、
人
沙
汰
之
事

右
自
他
国
と
も
に
本
主
の
か
ま
ひ
有
之
者
不
可

抱
置
、
若
子
細
を
不
知
し
て
抱
置
者
ハ
本
主
よ
り

付
届
於
有
之
は
其
道
理
糺
明
之
上
速
に
可
差
返
、

但
さ
き
よ
り
理
不
尽
之
儀
申
懸
に
お
い
て
は
奉
行

所
へ
訟
、
可
請
下
知
、
其
外
人
沙
汰
之
条
数
別
紙

に
有
之
、
其
旨
を
以
可
沙
汰
事

付
、
縦
直
参
之
者
之
一
族
た
り
と
も
一
旦
主
従
乃

契
約
を
む
す
ぶ
上
は
、
下
人
た
る
も
の
者
其
主

人
の
心
に
任
す
べ
き
事
勿
論
也
、
然
上
は
依
事

之
躰
、
雖
加
誅
伐
、
其
親
類
縁
者
と
し
て
毛
頭

憤
り
有
へ
か
ら
す
、
若
此
旨
於
相
背
は
一
廉
可

為
曲
事

付
、
主
従
の
よ
し
み
を
わ
す
れ
、
当
家
を
立
退
者

一
、
諸
士
二
男
三
男
召
し
抱
え
の
事

右
当
家
の
儀
は
譜
代
の
筋
目
歴
々
（
は
っ
き
り
と

）
之
れ
有
る
故
二
男
、
三
男
等
召
し
置
く
時
は
、
依

怙
私
無
く
詮
議
せ
し
め
、
片
落
ち
之
れ
無
き
様
に
申

し
付
く
可
し
、
委
細
年
寄
共
よ
り
申
し
渡
す
可
き
事

一
、
人
沙
汰
（
人
事
）
の
事

右
自
他
国
と
も
に
本
主
の
か
ま
い
之
れ
有
る
者
抱

え
置
く
べ
か
ら
ず
、
若
し
子
細
を
知
ら
ず
し
て
抱
え

置
く
者
は
本
主
よ
り
付
け
届
之
れ
有
る
に
於
て
は
其

の
道
理
糺
明
の
上
速
か
に
差
し
返
す
可
し
、
但
し
先

よ
り
理
不
尽
の
儀
申
し
懸
る
に
お
い
て
は
奉
行
所
へ

訴
え
、
下
知
を
請
く
可
し
、
其
の
外
人
沙
汰
の
条
数

別
紙
に
之
れ
有
り
、
其
の
旨
を
沙
汰
す
可
き
事

付
、
た
と
え
直
参
の
者
の
一
族
た
り
と
も
一
旦
主
従

の
契
約
を
む
す
ぶ
上
は
、
下
人
た
る
者
は
其
の
主

人
の
心
に
任
す
べ
き
事
勿
論
也
、
然
る
上
は
事
の

躰
に
依
り
誅
伐
を
加
う
る
と
雖
も
其
の
親
類
縁
者

と
し
て
毛
頭
憤
り
有
る
可
か
ら
ず
、
若
し
此
の
旨

相
背
く
に
於
て
は
一
廉
曲
事
た
る
可
し
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中
出
入
尤
在
宅
堅
令
禁
止
事

付
、
背
天
家
国
家
之
法
、
大
逆
不
道
人
国
中
に
来

る
に
お
い
て
は
、
其
所
之
者
見
聞
之
上
密
に
可

訟
奉
行
所
、
若
隠
し
置
脇
よ
り
於
洩
聞
ハ
一
廉

可
為
曲
事

付
、
当
家
に
ゆ
か
り
有
之
も
の
一
旦
令
他
国
、
又

当
家
に
縁
を
求
て
其
由
緒
に
よ
り
目
見
を
望
者

之
儀
は
、
年
寄
共
内
證
に
て
能
々
詮
議
し
、
其

上
可
言
上
、
依
道
理
目
見
有
へ
き
事

付
、
町
人
細
工
人
常
々
少
扶
持
を
加
置
、
自
然
争

論
有
之
時
、
其
者
之
家
人
と
号
す
る
事
太
以
不

謂
儀
也
、
自
今
以
後
奉
公
人
之
不
沙
汰
町
人
一

篇
之
沙
汰
に
可
申
付
事

一
、
喧
嘩
口
論
捕
籠
者
并
走
者
之
事

右
喧
嘩
口
論
雖
為
停
止
、
若
出
来
之
時
は
、
依

其
時
宜
先
其
所
に
有
合
者
於
有
之
ハ
早
々
取
収
、

付
、
主
従
の
よ
し
み
を
わ
す
れ
当
家
を
立
退
く
者
国

中
の
出
入
は
尤
よ
り
在
宅
堅
く
禁
止
せ
し
む
る
事

付
、
天
家
国
家
之
法
に
背
き
、
大
逆
不
道
人
国
中
に

来
る
に
お
い
て
は
其
の
所
の
者
見
聞
の
上
密
か
に

奉
行
所
に
訟
う
可
し
、
着
し
隠
し
置
き
、
脇
よ
り

洩
れ
聞
く
に
於
て
は
一
廉
曲
事
た
る
可
し

付
、
当
家
に
ゆ
か
り
之
れ
有
る
者
一
旦
他
国
せ
し
め

又
当
家
に
縁
を
求
め
て
其
の
由
緒
に
よ
り
目
見
を

望
む
者
の
儀
は
、
年
寄
共
内
證
に
て
能
く
々
々
詮

議
し
、
其
の
上
言
上
す
可
し
、
道
理
に
依
り
目
見

有
る
べ
き
事

付
、
町
人
細
工
人
常
々
少
し
扶
持
を
加
え
置
き
、
自

然
争
論
之
れ
有
る
時
、
其
の
者
の
家
人
と
号
す
る

事
大
い
に
以
て
謂
わ
ざ
る
儀
也
、
自
今
以
後
奉
公

人
の
沙
汰
と
せ
ず
町
人
一
篇
（
町
入
な
み
の
）
の

沙
汰
に
申
し
付
く
可
き
事

一
、
喧
嘩
口
論
、
捕
籠
（
取
り
お
さ
え
）
者
並

に
走
者
（
土
地
を
逃
げ
出
す
）
之
事

右
喧
嘩
口
論
停
止
た
り
と
雖
も
、
若
し
出
来
（
発
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其
場
前
後
之
次
第
見
届
、
後
日
相
窮
之
時
堅
固
證

跡
可
申
出
、
尤
荷
担
之
者
ハ
先
条
に
堅
所
相
誡
也

自
然
番
所
役
所
等
に
て
喧
嘩
口
論
於
有
之
ハ
、
其

役
所
其
番
所
之
者
と
し
て
可
相
斗
、
敢
他
番
所
之

者
不
可
交
加
、
若
其
所
に
居
合
又
ハ
談
合
評
定
め

た
め
出
合
者
二
三
入
ハ
可
為
格
別
其
外
之
者
ハ
其

番
所
其
役
所
を
相
守
、
妄
に
不
可
出
合
、
又
取
籠

者
之
儀
は
相
定
法
の
こ
と
く
其
役
々
の
者
可
捕
収

本
人
を
遮
り
不
可
推
参
者
也
、
雖
然
其
役
人
早
速

不
馳
来
令
延
引
、
大
事
に
及
は
ゝ
其
処
に
有
合
者

ど
も
詮
議
之
上
を
以
相
囲
、
搦
之
者
来
時
可
渡
之

事付
、
俄
之
走
者
於
有
之
ハ
別
紙
に
相
定
法
の
ご
と

く
其
請
口
々
々
堅
固
に
可
相
守
事

付
、
他
国
に
到
り
途
中
に
て
不
意
に
追
懸
る
者
行

合
時
、
身
に
引
懸
さ
る
事
に
お
い
て
は
一
向
か

ま
い
申
間
舗
事

生

の
時
は
其
の
時
宜
に
依
り
、
先
ず
其
の
所
に
有

)り
合
う
者
之
れ
有
る
に
於
て
は
早
々
に
取
り
収
め
、

其
の
場
前
後
の
次
第
見
届
け
、
後
日
相
窮
め
の
時
堅

固
に
証
拠
申
し
出
ず
可
し
、
尤
も
荷
担
の
者
は
先
条

に
堅
く
相
誡
る
所
也
、
自
然
番
所
役
所
等
に
て
喧
嘩

口
論
之
れ
有
る
に
於
て
は
、
其
の
役
所
、
其
の
番
所

の
者
と
し
て
相
斗
る
可
し
、
敢
て
他
番
所
の
者
交
加

る
可
か
ら
ず
、
若
し
其
の
所
に
居
合
わ
せ
、
又
は
談

合
評
定
の
た
め
出
合
う
者
二
三
人
は
格
別
た
る
可
し

其
の
外
の
者
は
其
の
番
所
、
其
の
役
所
を
相
守
り
、

妄
り
に
出
合
う
可
か
ら
ず
、
又
取
籠
め
者
の
儀
は
御

定
法
の
ご
と
く
其
の
役
々
の
者
捕
り
収
む
可
し
、
本

人
を
遮
り
推
参
す
可
か
ら
ざ
る
者
也
、
然
り
と
雖
も

其
の
役
人
早
速
馳
せ
来
ら
ず
、
延
引
せ
し
め
大
事
に

及
ば
ゞ
其
の
処
に
有
り
合
う
者
ど
も
詮
議
の
上
を
以

て
相
囲
み
搦
め
の
者
来
た
る
時
之
を
渡
す
可
き
事

付
、
俄
の
走
者
之
れ
有
る
に
於
て
は
、
別
紙
に
御
定

(
)

法
の
ご
と
く
其
の
謂
け
口

受
け
持
ち
の
場
所

請
け
口
堅
固
に
相
守
る
可
き
事
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一
、
重
科
人
申
付
場
え
う
け
た
ま
わ
り
の
役
人
之
外

不
可
推
参
事
、
右
人
指
を
以
申
渡
旨
脇
よ
り
我
意

を
恣
に
し
て
遮
り
本
人
、
且
ハ
軽
上
意
、
且
ハ
悔

侍
輩
、
乱
法
之
本
た
り
、
若
此
旨
於
相
背
は
可
処

厳
法
事

一
、
失
火
之
事

右
日
夜
共
に
火
用
心
不
可
有
懈
怠
、
以
一
家
之

緩
国
家
之
費
を
な
す
事
甚
大
也
、
専
可
相
慎
セ
也

尤
自
他
の
た
め
雖
不
可
有
緩
殊
大
風
等
之
時
は
猶

以
自
身
手
堅
其
下
々
へ
下
知
を
な
し
、
火
事
お
こ

ら
さ
る
や
う
に
可
相
守
事

付
、
失
火
出
来
之
時
ハ
面
々
請
口
堅
固
相
守
り
、

不
可
有
緩
事

付
、
別
紙
に
定
置
所
之
火
消
之
法
宜
相
守
、
其
頭

頭
ハ
其
手
々
え
能
下
知
を
な
し
、
諸
人
の
働
其

付
、
他
国
に
至
り
途
中
に
て
不
意
に
追
い
懸
る
者
行

き
合
わ
す
時
、
身
に
引
懸
（
関
係
な
い
こ
と
）
ざ

る
事
に
お
い
て
は
一
向
か
ま
い
申
す
ま
じ
き
事

一
、
重
科
人
申
付
場
へ
う
け
た
ま
わ
り
の
役
人
の
外
推

参
す
可
か
ら
ざ
る
事
、
右
人
指
を
以
て
申
し
渡
す
旨

脇
よ
り
我
意
を
恣
に
し
て
本
人
を
遮
り
、
且
は
上
意

を
軽
ん
じ
、
且
は
侍
輩
を
侮
り
、
法
を
乱
す
の
本
た

り
、
若
し
此
の
旨
相
背
く
に
於
て
は
厳
法
に
処
す
可

き
事

一
、
失
火
之
事

右
日
夜
共
に
火
の
用
心
懈
怠
（
な
ま
け
お
こ
た
る

）
有
る
可
か
ら
ず
、
一
家
の
緩
み
を
以
て
国
家
の
費

を
な
す
事
甚
だ
大
也
、
専
ら
相
慎
ま
せ
可
き
也
、
尤

も
自
他
の
た
め
緩
み
有
る
可
か
ら
ず
と
雖
も
殊
に
大

風
等
の
時
は
猶
以
て
自
身
手
堅
く
其
の
下
々
へ
下
知

を
な
し
、
火
事
お
こ
ら
ざ
る
よ
う
に
相
守
る
可
き
事

付
、
失
火
出
来
の
時
は
面
々
請
口
（
受
け
持
ち
の
所

）
堅
固
に
相
守
り
、
緩
み
有
る
可
か
ら
ざ
る
事

付
、
別
紙
に
定
め
置
く
所
の
火
消
の
法
宜
し
く
相
守
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【
７
５
頁
】甲

乙
を
見
届
可
言
上
、
其
組
々
之
儀
は
其
頭
之

下
知
を
う
け
組
下
々
々
の
者
へ
手
堅
法
を
下
し

其
節
堅
固
に
可
相
勤
事

付
、
諸
士
之
家
々
大
小
身
共
に
水
溜
桶
、
梯
等
堅

固
に
こ
し
ら
へ
、
不
所
水
を
溜
置
へ
し
、
若
於

不
用
意
は
其
主
人
可
為
緩
事

一
、
乗
与
之
事

右
一
門
之
歴
々
家
老
之
者
出
家
沙
門
十
五
才
以

下
之
者
は
不
及
免
許
可
乗
与
、
五
十
才
以
上
の
老

人
又
医
者
病
人
等
は
赦
免
之
上
可
乗
事

一
、
知
行
守
護
之
事

右
面
々
所
宛
行
之
領
知
（
地
）
之
儀
年
々
修
補

に
不
怠
、
所
務
を
薄
く
し
百
姓
を
憐
み
田
畠
不
荒

様
に
可
令
守
護
、
若
所
務
を
苛
し
、
不
厭
民
苦
、

使
百
姓
分
散
或
ハ
山
林
を
荒
し
、
或
は
井
手
川
除

る
べ
し
、
其
の
頭
々
は
其
の
手
々
へ
能
く
下
知
を

な
し
、
諸
人
の
働
き
其
の
甲
乙
を
見
届
け
言
上
す

べ
し
、
其
の
組
々
の
儀
は
其
の
頭
の
下
知
を
う
け

組
下
々
々
の
者
へ
手
堅
く
法
を
下
し
、
其
の
節
堅

固
に
相
勤
む
可
き
事

付
、
諸
士
の
家
々
大
小
身
共
に
水
溜
桶
、
梯
等
堅

固
に
こ
し
ら
え
、
所
な
ら
ず
水
を
溜
め
置
く
べ

し
、
若
し
用
意
せ
不
る
に
於
て
は
其
の
主
人
緩

み
た
る
可
き
事

一
、
乗
与
（
か
ご
に
乗
る
）
之
事

右
一
門
の
歴
々
、
家
老
の
者
、
出
家
沙
門
（
僧
呂

）
十
五
才
以
下
の
者
は
免
許
に
及
ば
ず
乗
与
す
べ
し

五
十
才
以
上
の
老
人
、
又
医
者
、
病
人
等
は
赦
免
の

上
乗
る
可
き
事

一
、
知
行
守
護
の
事

右
面
々
所
宛
行
の
領
地
の
儀
、
年
々
修
補
に
怠
ら

ず
、
所
務
を
薄
く
し
百
姓
を
憐
み
田
畠
荒
さ
ざ
る
様

に
守
護
せ
し
む
可
し
、
若
し
所
務
を
苛
く
し
、
民
苦

を
厭
わ
ず
百
姓
を
分
散
せ
し
め
、
或
は
山
林
を
荒
し



( 76 )

【
７
６
頁
】

塘
、
道
橋
等
之
修
補
に
怠
り
、
惣
而
熟
田
を
不
毛

之
地
と
な
す
事
大
な
る
国
賊
た
り
、
不
可
有
不
誡

因
茲
元
就
公
政
道
の
た
め
堅
被
相
制
之
法
也
、
自

今
以
後
宜
相
守
此
旨
者
也
、
然
上
は
郡
奉
行
代
官

等
蔵
入
給
主
を
わ
か
た
ず
無
私
見
聞
之
上
連
々
可

言
上
、
其
法
堅
固
な
る
者
に
は
可
加
褒
美
不
堅
固

な
る
者
を
ば
則
可
召
放
給
地
事

付
、
郡
奉
行
代
官
等
背
先
条
之
旨
侍
輩
之
た
め
を

専
と
し
、
掠
公
儀
可
訟
事
を
不
訟
者
ハ
当
分
掩

隠
後
年
に
至
て
於
洩
聞
ハ
可
為
同
罪
事

一
、
目
付
之
者
可
心
得
事

右
是
度
申
出
旨
堅
固
に
相
守
、
諸
士
之
善
悪
邪

正
共
に
毛
頭
無
私
見
分
の
上
速
に
可
言
上
、
尤
可

有
賞
罰
厳
重
之
沙
汰
、
若
目
付
と
し
て
構
私
於
不

訴
之
者
其
科
可
重
事

或
は
井
手
、
川
除
、
塘
、
道
橋
等
の
修
補
に
怠
り
、

惣
じ
て
熟
田
（
良
い
田
）
を
不
毛
の
地
と
な
す
事
、

大
な
る
国
賊
た
り
、
誡
め
ざ
る
有
る
可
か
ら
ず
、
茲

に
因
っ
て
元
就
公
政
道
の
た
め
堅
く
相
制
せ
ら
る
の

法
也
、
自
今
以
後
宜
し
く
此
の
旨
相
守
る
可
き
も
の

也
、
然
る
上
は
郡
奉
行
代
官
等
蔵
入
、
給
主
を
わ
か

た
ず
、
私
無
く
見
分
之
上
、
連
々
言
上
す
可
し
、
其

の
法
堅
固
な
る
者
に
は
褒
美
を
加
う
可
し
、
不
堅
固

な
る
者
を
ば
則
ち
給
地
を
召
し
放
つ
可
き
事

付
、
郡
奉
行
代
官
等
先
条
の
旨
に
背
き
、
侍
輩
の
た

め
を
専
ら
と
し
、
公
儀
を
掠
め
（
ご
ま

か
す
）
訴

-

う
可
き
事
を
訟
え
ざ
る
者
は
、
当
分
掩
い
隠
し
後

年
に
至
っ
て
洩
れ
聞
く
に
於
て
は
同
罪
た
る
可
き

事

一
、
目
付
の
者
心
得
可
き
事

右
是
度
び
申
し
出
ず
る
旨
堅
固
に
相
守
り
、
諸
士

の
善
悪
邪
正
其
に
毛
頭
私
無
く
見
分
の
上
、
速
か
に

言
上
す
可
し
、
尤
よ
り
賞
罰
厳
重
の
沙
汰
有
る
可
し

若
し
目
付
と
し
て
私
を
構
え
之
を
訴
え
ざ
る
に
於
て
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【
７
７
頁
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以

上

右
此
条
数
は
受
天
下
之
御
制
法
之
旨
、
或
考
元

就
公
以
来
之
旧
記
漸
所
記
之
法
令
三
十
三
箇
条
令

潤
色
事
聊
以
非
企
新
儀
之
法
、
是
故
為
当
家
之
式

目
而
宜
相
守
自
今
以
後
年
々
不
怠
至
正
月
十
一
日

宜
読
知
之
、
若
十
一
日
公
用
相
障
則
其
翌
日
可
執

行
、
然
上
ハ
先
条
所
載
之
法
令
於
違
犯
は
詮
議
之

上
、
明
糺
咎
之
軽
重
、
或
斬
首
切
腹
或
国
退
遠
流

又
籠
舎
閉
門
過
料
之
七
刑
全
不
可
遁
、
此
法
堅
固

於
相
守
は
其
賞
尤
可
重
、
此
条
可
申
渡
者
也

万
治
三
庚
子

九
月
十
四
日

御
墨
印

毛
利
主
繕

殿

毛
利

岐

殿

隠

益
田
孫
左
衛
門
殿

堅
田
安
房

殿

榎
本
遠
江

殿

は
其
の
科
重
か
る
可
き
事

以

上

右
此
の
条
数
は
天
下
の
御
制
法
の
旨
を
受
け
、
或

は
元
就
公
以
来
の
旧
記
を
考
え
、
漸
く
記
す
る
所
の

法
令
三
十
三
ケ
条
潤
色
（
色
ど
り
を
つ
け
る
）
せ
し

む
る
事
聊
か
以
て
新
儀
の
法
を
企
つ
る
に
非
ず
、
是

の
故
に
当
家
の
式
目
と
し
て
宜
し
く
相
守
る
べ
し
、

自
今
以
後
年
々
怠
ら
ず
、
正
月
十
一
日
に
至
り
宜
し

く
之
を
読
知
す
べ
し
、
若
し
十
一
日
公
用
相
障
ら
ば

則
ち
其
の
翌
日
執
行
な
う
べ
し
、
然
る
上
は
先
条
に

載
す
る
所
の
法
令
違
犯
に
於
て
は
詮
議
の
上
明
か
に

咎
の
軽
重
を
糺
し
、
或
は
斬
首
、
切
腹
、
或
は
国
退

（
追
放
）
遠
流
（
島
流
し
）
又
籠
舎
（
入
牢
）
閉
門

過
料
之
七
刑
全
て
遁
る
可
か
ら
ず
、
此
の
法
堅
固
に

相
守
る
に
於
て
は
其
の
賞
尤
よ
り
重
か
る
可
し
、
此

の
条
申
し
渡
す
可
き
者
也

万
治
三
庚
子
（
一
六
六
〇
）

九
月
十
四
日

御
墨
印

（
毛
利
綱
広
）
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【
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文
書
は
、
現
代
文
の
よ
う
な
書
き
下
し
文

で
な
く
、
時
に
は
後
に
返
っ
て
読
ん
だ
り
（
漢

文
式
）
時
に
は
符
号
の
よ
う
な
字
（
例
え
ぱ
与

）
の
よ
う
に
特
殊
な
書
き
方
を
し
た
も
の
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
全
部
読
み
こ
な
す
こ
と
は

到
底
私
ど
も
の
手
に
は
お
え
ま
せ
ん
。
山
口
県

文
書
館
の
専
門
家
や
地
方
の
権
威
あ
る
研
究
家

に
判
読
を
お
願
い
し
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

「
郡
中
御
制
法
」
や
「
御
当
家
御
式
目
」
な
ど

は
上
段
に
原
文
を
下
段
に
通
読
を
か
ゝ
げ
ま
し

た
。

原
文
の
方
に
は
漢
文
式
の
返
り
点
（
一
、
二

な
ど
）
の
読
み
方
の
順
序
を
付
け
ま
し
た
が

レ不
学
の
た
め
中
に
ま
ち
が
っ
た
所
も
あ
る
か
と

思
い
ま
す
。
御
判
読
を
願
い
ま
す
。

毛
利
主
繕

殿

毛
利
隠
岐

殿

益
田
孫
左
衛
門
殿

堅
田
安
房

殿

榎
本
遠
江

殿
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７
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弥
富
丸
山
八
幡
宮
縁
起
と
青
木
家
の
系
譜

品
川

晴

「
楢
木
藤
井
園
一
氏
文
書
よ
り
」

防
長
注
進
案
に
よ
れ
ば
、
弥
富
丸
山
八
幡
富
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
あ
る

（
以
下
抜
粋
）

。

当
社
往
古
は
福
田
村
の
内
、
宇
田
郷
と
三
ケ
村
の

境
、
八
幡
原
に
御
座
候
所
、
慶
安
年
中
（
一
六
四
八

〜
一
六
五
二
）
御
検
地
の
節
、
出
石
御
上
地
相
成
候

に
付
、
弥
富
村
の
内
馬
場
へ
遷
し
奉
り
、
其
後
貞
享

年
（
一
六
八
四
〜
）
御
検
地
の
節
、
又
々
出
石
御
上

地
に
付
丸
山
へ
遷
し
奉
り
、
夫
以
来
崇
祭
り
来
候
由

勧
請
の
古
記
は
中
古
神
職
の
家
火
災
の
節
焼
失
仕
候

由
御
座
候
事

里
説
に
曰
、
天
正
文
禄
の
頃
年
歴
不
詳
候
へ
ど
も

弥
富
村
の
山
谷
と
申
所
に
清
太
夫
と
申
も
の
、
長
尾

の
岳
に
て
衣
冠
正
し
き
一
尊
像
を
拾
ひ
揚
、
能
く
見

れ
ば
裏
に
八
幡
宮
と
彫
付
あ
り
し
故
、
其
の
訳
を
里

人
に
語
り
て
直
に
一
小
祠
を
建
て
是
を
崇
め
祭
る
、

此
の
故
に
其
地
を
八
幡
原
と
呼
来
り
候
、
其
後
馬
場

へ
遷
し
亦
当
社
へ
遷
宮
、
馬
場
の
社
跡
を
古
宮
と
号

す
、
鐘
撞
面
と
今
田
の
字
名
に
あ
り
、
且
又
右
の
清
太

夫
が
子
孫
今
に
血
脈
相
承
し
て
例
年
御
祭
礼
の
節
は
御

社
へ
罷
出
、
神
供
を
炊
き
相
供
へ
申
し
候
事

或
人
云
う
、
此
の
八
幡
長
尾
の
岡
の
地
形
、
北
は
白

須
御
立
山
、
西
は
宇
田
村
山
野
に
つ
ゞ
き
、
田
平
御
立

山
あ
り
、
南
は
山
野
と
い
へ
ど
も
高
山
聳
え
、
東
は
真

名
板
山
御
立
山
へ
つ
ゞ
き
、
す
べ
て
四
ケ
村
よ
り
登
り

詰
め
の
高
き
所
な
り
、
土
地
は
冷
水
流
れ
、
漸
人
跡
往

来
の
道
程
は
踏
堅
め
た
れ
ど
も
、
其
の
余
は
大

湫

（
湿

し
ょ
う

地
）
に
て
古
へ
と
て
も
人
の
住
居
せ
し
所
と
は
見
え
ず

さ
れ
ば
こ
の
尊
体
草
む
ら
の
中
に
て
ひ
ろ
ひ
し
と
い
ふ

事
決
て
戦
国
の
砌
な
れ
ば
、
程
近
き
上
小
川
村
平
山
の

城
な
ど
い
へ
る
あ
り
て
、
平
山
原
は
古
戦
場
と
申
伝
へ

た
る
事
あ
れ
ば
、
此
の
辺
落
武
者
の
隠
ら
れ
し
所
に
て

彼
の
尊
体
は
軍
の
守
神
に
て
母
衣
な
ど
の
内
に
納
め
置

れ
し
を
取
り
落
さ
れ
し
も
の
に
て
も
あ
ら
む

青
木
譜

多
治
比
王
二
十
代
後
胤
青
木
武
蔵
守
直
兼
七
大
代
孫

青
木
加
賀
右
衛
門
尉
重
直
男
多
治
比
一
重
所
右
衛
門
尉
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【
８
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民
部
少
輔
、
是
ヨ
リ
五
代
連
綿
（
切
れ
な
く
続
く
）

と
〆
天
明
年
中
迄

只
今
摂
州
豊
嶋
郡
（
大
阪
兵
庫
の
境
辺
）
麻
田
在

城
ナ
リ
、
寛
永
年
中
ヨ
リ
青
木
氏
代
々
領
之

長
州
阿
武
郡
上
小
川
村
平
山
在
城
主
町
野
坂
江
正

家
臣
青
木
権
十
郎
忠
常
、
子
供
二
人
、
姉
三
才
、
弟

出
生
、
幼
少
ノ
時
文
禄
年
中
乱
勢
（
世
）
の
節
、
父

権
十
郎
戦
場
ニ
テ
討
死
ス
、
行
方
不
知
、
残
ル
奥
方

子
供
必
至
ノ
渡
世
不
相
成
、
民
家
落
弥
富
村
馬
場
ノ

大
畠
田
鴫
何
某
方
エ
有
付
（
身
を
よ
せ
る
）
此
権
十

郎
当
国
ニ
テ
ノ
青
木
家
之
開
人
元
祖
也

一
代

青
木
権
十
郎
忠
常

子
二
人
、
姉
三
才
、
弟
は
当
才
ナ
リ
、
幼
少
之

時
文
禄
年
中
諸
方
ニ
乱
勢
（
世
）
之
ト
キ
父
権
十

郎
陣
中
ヨ
リ
不
帰
定
メ
テ
討
死
ト
見
エ
行
方
不
知

落
城
之
跡
に
残
る
母
子
誠
に
十
（
途
）
方
に
暮
れ

渡
世
に
込
り
馬
場
之
大
畠
田
嶋
何
某
エ
在
付
民
家

エ
落
ル

二
代

同

権
蔵

二
十
八
才
之
年
、
此
時
元
和
二
年
初
秋
の
比
朋
友

数
多
連
ニ
テ
長
尾
ノ
岡
ヲ
通
リ
、
岡
ニ
惣
田
原
ト
云

所
藪
之
中
二
光
明
光
リ
御
座
ス
衣
冠
之
尊
神
御
立
在

リ
、
銘
々
（
各
自
）
抱
エ
立
テ
ン
ト
ス
レ
共
、
地
よ
り

不
離
所
エ
権
蔵
立
出
デ
、
何
と
ぞ
身
仏
の
躰
ナ
ラ
バ

我
二
御
取
付
被
下
と
抱
エ
上
ゲ
タ
レ
バ
、
御
移
有
リ

直
ニ
能
見
レ
バ
裏
ニ
ハ
八
幡
宮
ト
ノ
文
字
刻
付
顕
シ

タ
リ
、
是
ハ
不
只
尊
キ
御
神
ナ
リ
、
背
中
ニ
乗
セ
馬

場
エ
連
帰
リ
御
宮
構
也
、
我
守
護
神
ト
〆
鎮
祭
申
候

彼
之
権
蔵
七
十
一
才
ニ
テ
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）

死
ス

三
代

清
槌

慶
長
十
七
年
（
一
六
一
二
）
出
生
、
青
木
清
治
郎

ト
改
名
ス
、
清
治
郎
四
十
一
才
之
時
于
寛
文
二
年
御

検
地
ノ
節
ニ
テ
御
役
人
熊
野
藤
兵
衛
様
御
出
勤
在
之

候
ニ
ハ
此
社
え
御
参
時
有
之
何
カ
ト
御
尋
被
成
候
ニ

付
キ
前
書
之
趣
言
上
仕
侯
得
バ
左
有
バ
当
所
に
は
□

八
幡
宮
な
き
に
付
弥
富
村
惣
社
八
幡
宮
と
せ
よ
と
被

仰
付
奉
得
其
意
其
時
清
治
郎
事
清
太
夫
と
改
名
仕
リ
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前
通
り
社
人
同
様
に
取
扱
い
、
御
供
神
酒
洗
米

神
供
御
膳
其
外
備
物
引
受
永
々
子
々
孫
々
に
至
迄

同
様
、
右
之
清
太
夫
七
十
一
才
に
て
明
和
二
年
（

一
七
六
五
）
卒
ス

清
太
夫
子

四
代

寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
之
出
生
、
只
助
後

ニ
左
中
ト
改
メ
七
十
四
才
ニ
テ
卒
ス

五
代

寛
文
七
年
（
一
六
六
五
）
未
之
出
生
、
左
門
ト

言
ウ
、
後
伊
豆
見
ト
改
メ
、
貞
享
（
一
六
八
四
〜

）
之
比
市
之
丸
山
え
宮
柱
構
候
様
ニ
御
領
主
よ
り
被

仰
付
、
此
時
貞
享
三
寅
之
年
御
遷
宮
相
成
候
馬
場

之
宮
土
地
は
有
田
開
作
又
ハ
鐘
突
面
共
云
地
名
ナ

リ
、
御
殿
之
跡
、
神
水
之
池
等
今
ニ
古
跡
有
之
尚

又
御
本
社
蔀
鍵
当
代
迄
守
護
仕
来
リ
候
、
当
社
御

繁
昌
御
神
意
永
々
万
代
不
易
之
氏
神
と
奉
祝
祭
候

元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
ニ
馬
場
よ
り
山
谷
之
中
屋

敷
エ
往
キ
致
住
居
候
事
、
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇

二
）
午
ノ
十
二
月
卒
ス

六
代

清
浄

後
ニ
権
十
郎
ト
改

子
供
五
人
長
男
継
本
家
男
女
四
人
他
家
ニ
有
付
ク

七
代

幼
名
吉
槌

後
ニ
清
蔵
ト
改
メ
家
続
な
り

八
代

佐
吉

後
ニ
吉
次
郎
ト
改
ム

六
、
七
、
八
此
之
三
代
之
間
血
脈
相
続
、
家
続
ハ
相

整
候
得
共
委
敷
簾
々
不
明
、
実
子
ハ
数
多
有
之
候
由

く
わ
し
き

あ

ま

た

ニ
相
聞
候
、
実
子
之
家
続
也

九
代

寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
出
生
、
幼
名
左
次
馬
、

後
ニ
左
次
郎
ト
改
メ
、
子
供
五
人
有
リ
、
長
男
ハ
継

本
家
ヲ
四
人
之
男
女
ハ
他
家
エ
有
リ
付
ク

本
人
事
七
十
九
歳
ニ
而
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
亥

ノ
四
月
廿
一
日
卒
ス
、
弟
十
郎
兵
衛
上
屋
敷
エ
出
仕

ス
、
追
々
繁
昌
ニ
続
ク
、
左
次
郎
妻
宝
暦
六
（
一
七

五
六
）
子
ノ
年
五
月
七
日
終
ル
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十
代

享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
出
生
、
幼
名
は
清

治
郎
、
後
ニ
佐
右
衛
門
ト
改
、
子
供
三
人
有
、
壱

人
は
継
自
家
、
弐
人
ハ
他
家
ニ
有
付
ク

行
年
七
十
一
才
ニ
テ
卒
ス
、
寛
延
八
年
辰
ノ
十
月

十
五
日
卒
ス
、
佐
右
衛
門
妻
文
化
十
（
一
八
一
三

）
酉
ノ
十
月
三
日
死
ス

十
一
代

寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
出
生
、
幼
名
清
槌
後

ニ
清
太
夫
ト
改
メ
、
子
供
五
人
壱
人
ハ
自
家
ヲ
継

ギ
四
人
ハ
他
家
ニ
在
付
ク
、
七
十
四
才
ニ
テ
卒
、

文
政
五
午
（
一
八
二
二
）
ノ
壬
正
月
七
日
命
日

清
太
夫
妻
六
十
八
才
卒
天
保
三
（
一
八
三
三
）
辰

ノ
十
一
月
五
日

十
二
代天

明
七
（
一
七
八
七
）
未
ノ
正
月
八
日
出
生
幼

名
清
蔵
後
ニ
佐
右
衛
門
ト
改
子
供
男
女
二
人
有
、

姉
ハ
立
野
榊
右
工
門
妻
ニ
遣
シ
弟
松
蔵
自
家
ヲ
継

グ
、
佐
右
衛
門
婦
ハ
山
谷
ノ
岩
本
万
治
郎
娘
設
之

永
住
ス
、
文
政
七
（
一
八
二
四
）
甲
之
年
楢
木
ノ
芝

屋
敷
ニ
藤
井
源
蔵
無
子
ニ
付
、
素
親
類
之
行
惣
者
城

市
惣
左
衛
門
殿
扱
を
以
て
責
参
（
直
？
）
り
芝
之
家

続
ス
、
是
迄
ハ
苗
字
青
木
と
名
乗
候
処
エ
候
得
共
、

藤
井
家
ニ
入
家
ニ
付
青
木
之
儀
ハ
仝
家
之
与
三
右
衛

門
え
譜
リ

佐
衛
門
姉
行
年
六
十
二
才
、
安
政
五
（
一
八
五
八

）
戌
午
ノ
二
月
八
日
卒
ス
、
藤
井
左
右
衛
門
行
年

八
十
才
、
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
丙
寅
十
月
四
日

卒
ス

十
三
代

文
政
元
（
一
八
一
八
）
寅
之
九
月
十
九
日
誕
生
、

松
蔵
後
ニ
源
左
衛
門
利
惣
治
ト
改
、
子
供
女
子
壱
人

妻
ハ
山
谷
ノ
青
木
与
三
右
衛
門
娘
、
後
明
治
十
七
年

（
一
八
八
四
）
春
四
月
十
六
日
朝
六
時
卒
ス
、
絃
ニ

依
テ
葬
儀
ヲ
改
メ
神
葬
ト
成
ス

卒
後
ニ
藤
井
利
惣
治
政

翁
霊
神
ト
シ
（
お
く
り

名
）
諡
号
ス
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十
四
代

嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
酉
十
一
月
二
日
出
生

是
迄
ハ
男
子
血
脈
相
続
ス
、
当
代
只
今
デ
女
子
誕

生
壱
人

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

此
書
ハ
古
キ
系
図
大
損
シ
候
ニ
付
、
今
天
和
元
年

（
一
六
八
一
）
酉
ノ
年
ヨ
リ
古
書
之
表
ヲ
以
テ
再
擇

セ
リ
、
併
百
八
十
五
年
ノ
間
不
同
之
儀
有
間
敷
ニ
限

ラ
ズ
考
合
ノ
上
遊
覧
希
所
ニ
候
、
此
時
慶
応
二
（
一

八
六
六
）
丙
寅
ノ
正
月
改
之

十
三
代
目

藤
井
利
三
治
代
改
之

筆
者
七
十
八
才

玉
川
翁
忠
泰
（
花
押
）

弥
富
丸
山
八
幡
富
の
縁
起
に
つ
い
て
は
、
風
土

注
進
案
に
記
さ
れ
た
も
の
を
は
じ
め
に
か
ゝ
げ
て

お
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
裏
づ
け
楢
木
の
藤
井
園

一
氏
家
系
書
に
よ
り
手
が
ゝ
り
を
得
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
藤
井
家
の
祖
と
も
云
う
べ
き
青
木
家

の
系
譜
を
そ
え
て
、
丸
山
八
幡
宮
縁
起
の
資
料
と

。

し
て
紹
介
す
る
次
第
で
す

お

願

い

今
山
口
県
文
書
館
に
お
き
ま
し
て
は

「
山
口
県
史

、

」
を
作
る
べ
く
、
県
内
各
地
に
残
る
古
文
書
資
料
の
調

査
に
懸
命
の
努
力
を
重
ね
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
資

料
を
収
集
す
る
の
で
は
な
く
、
何
町
の
誰
の
家
に
行
け

ば
、
こ
の
よ
う
な
資
料
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

こ
と
で
、
そ
の
賢
料
を
提
供
し
て
も
ら
う
と
い
う
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
権
力
や
政
治
、
特
に
武
家
政
治
時
代

の
権
力
者
の
歴
史
の
究
明
は
わ
り
合
い
に
た
や
す
い
か
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も
し
れ
ま
せ
ん
、
し
か
し
、
そ
う
し
た
権
力
者
や
支

配
層
を
さ
ゝ
え
て
来
た
多
く
の
農
山
漁
民
、
商
工
民

の
実
態
を
つ
か
む
こ
と
は
た
い
へ
ん
む
つ
か
し
い
も

の
で
す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
も
の
が
究
明
さ
れ
ね

ば
本
当
の
郷
土
の
歴
史
が
究
明
さ
れ
た
こ
と
に
は
な

ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
、
時
の
支
配
者
の

歴
史
だ
け
を
連
ね
て
こ
れ
が
郷
土
の
歴
史
と
は
云
え

o

な
い
と
思
い
ま
す

そ
う
し
た
意
味
で
、
皆
様
の
家
に
残
存
す
る
ど
ん

な
さ
ゝ
い
な
古
い
書
き
物
や
記
録
で
も
提
供
し
て
下

さ
る
こ
と
を
お
願
い
す
る
次
第
で
す
。
い
た
だ
く
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
資
料
と
し
て
見
せ
て
い
た
ゞ
け

れ
ば
結
構
な
の
で
す
。

例
え
ば
冠
婚
葬
祭
に
何
を
い
く
ら
買
っ
た
と
か
、
大

福
帳
や
売
り
掛
け
帳
な
ど
で
は
、
そ
の
当
時
の
物
価

の
指
数
や
変
動
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
い
わ
し

が
一
尾
い
く
ら
し
た
と
か
大
根
が
一
本
何
ほ
ど
し
た

と
か
、
そ
う
し
た
記
録
が
私
達
の
ふ
る
さ
と
の
祖
先

の
生
活
を
知
る
貴
重
な
資
料
と
な
る
の
で
す
。
家
の

普
請
に
大
工
左
官
何
人
役
、
酒
何
斗
、
又
浦
で
い
わ
し

の
大
漁
が
あ
り
、
ど
こ
へ
何
程
い
く
ら
で
売
っ
た
、
祝

い
に
酒
を
何
斗
使
っ
た
な
ど
、
そ
ん
な
覚
え
帳
が
あ
っ

た
ら
、
そ
れ
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
庶
民
の
ほ
ん
と
う
の
生

活
の
歴
史
の
あ
か
し
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
、
須
佐
の

領
主
の
益
田
家
や
其
の
下
で
働
い
た
侍
た
ち
の
働
き
の

歴
史
も
勿
論
大
事
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
人
々
を

さ
ゝ
え
て
来
た
農
山
漁
商
の
働
き
を
無
視
し
て
は
な
り

ま
す
ま
い
。
そ
う
し
た
も
の
の
す
べ
て
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
、
は
じ
め
て
「
本
当
の
須
佐
の
歴
史
」
が
で
き
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
、
で
す
か
ら
、
一
冊
の
大
福

帳
、
婚
礼
や
葬
式
の
出
納
帳
と
か
、
何
も
か
も
古
い
書

き
物
の
一
つ
一
つ
が
私
た
ち
の
ふ
る
さ
と
の
記
録
資
料

と
お
考
え
に
な
っ
て
、
見
せ
て
い
た
ゞ
け
れ
ば
幸
甚
に

存
じ
ま
す
。
ほ
ん
と
う
の
須
佐
町
の
歴
史
を
作
る
た
め

に
御
協
力
下
さ
い
。


